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淀川水系流域委員会 第3回環境・利用部会 

全体会議および水質班 

 

議 事 録 

（確 定 版） 
 

  

 

 

 

 

 

 

全体会議 

日時 平成 15 年 4 月 10 日 13：30～13：55 

場所 大津プリンスホテル 2 階 コンベンションホール 淡海 7・8 

 

水質班 

日時 平成 15 年 4 月 10 日 14：00～16：40 

場所 大津プリンスホテル 2 階 コンベンションホール 淡海 7・8 

 

 

○この議事録は発言者全員に確認の手続きを行った上で確定版としていますが、以

下の方につきましてはご本人未確認の文章となっております（詳しくは最終頁を

ご覧下さい）。 

川上委員 宗宮委員 
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全体会議 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

お待たせいたしました。これより淀川水系流域委員会第 3 回環境・利用部会を開催させ

て頂きます。 

司会進行は、庶務を担当する三菱総合研究所で務めさせて頂きます。私、関西研究セン

ターの柴崎です。よろしくお願いいたします。 

本日は、まず初めに全体会議を行いまして、20 分程度全体での確認を行い、その後、自

然環境班、水質班、利用班、3 つの検討班に分かれて議論を行って頂く予定になっており

ます。 

本日は他部会から参加されている委員として芦田委員長、今本委員が出席されておりま

す。 

それでは、審議に入る前に幾つか確認とお願いをさせて頂きます。本日は、テーマ別部

会を 2 つ連続して開催する方式をとっております。午前中には、第 3 回治水部会が開催さ

れております。配付資料は、治水部会と共通の資料となっております。では、配付資料の

確認をさせて頂きます。 

まず、「発言にあたってのお願い」、「議事次第」、資料 2－1「『淀川水系河川整備計画策

定に向けての説明資料（第 1 稿）』検討の論点について」。こちらは各検討班のリーダーか

ら出して頂いた論点がとじられております。今日はこれをもとに議論を進めて頂きます。

資料 2－1 補足は、提言と説明資料の比較資料です。資料 2－2、論点に関する前回の部会

での主な意見・やりとり内容をまとめたものです。資料 2－2 補足。こちらは環境・利用部

会の皆さまから意見募集をして集まった意見をまとめたものです。資料 2－3 は治水部会の

みで使用した資料です。準備の関係で資料 2－3 は入っておりません。ご了承下さい。資料

2－4 は、環境・利用部会で使用する資料です。利用班で特に使用する資料ということで、

舟運についての河川管理者より提供の資料が入っております。 

資料 3、今後の会議日程が入っております。参考資料 1「委員および一般からのご意見」。

そして最後に分厚い資料になっておりますが、一般傍聴の方の資料には「共通資料」と右

肩についていると思いますが、委員の方はお席に水色のファイルにとじて置いております。

こちらは、委員の方には以前にも配っております資料ですが、「『淀川水系河川整備計画策

定に向けての説明資料（第 1 稿）』に係る具体的な整備内容シート（第 1 稿）」です。この

共通資料につきましては、4 月 21 日の委員会までに開催されますテーマ別部会全てで使い

ます。一般傍聴の方々で、その間のテーマ別部会等に出られる方がいらっしゃいましたら、

今日お配りしたものを連続してご使用頂ければと思っております。よろしくお願いします。 

本日は、資料 2－4 と共通資料がカラー資料になっております。一般の方々には白黒での

配付となっております。カラーのものは、受付で閲覧用を置いておりますので、そちらを

ご覧下さい。また、委員の席に寺川委員からの提供資料で、白いビラと水色の冊子、「琵琶

湖を救え、水上バイクの問題報告書」というものを置いております。一般の方は、受付に

閲覧用を置いておりますのでご覧下さい。 

次に、前回の委員会以降に一般及び委員から寄せられたご意見について報告いたします。 
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参考資料 1 をご覧下さい。委員からは、3 名からご意見があります。一般の方からは、

前の委員会から今回の間に 3 件の意見が寄せられております。一般の方の意見としまして

は、天ヶ瀬ダム再開発事業に関する意見、工業用水の用水道の転用に関する意見等が寄せ

られております。 

次に、発言にあたってのお願いですが、本日は検討班の場でそれぞれ一般傍聴の方から

ご発言頂く時間を設けさせて頂く予定です。その際には、「発言にあたってのお願い」をご

一読頂ければと思います。なお、委員の方の審議中は、一般傍聴の方々の発言はご遠慮頂

きたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

なお、会議終了後、議事録を作成しますので、委員の方、河川管理者の方におかれまし

ても、恐れ入りますが、ご発言の際には必ずマイクを通して、お名前を頂いた上で発言下

さいますようお願いします。 

また、携帯電話をお持ちの方は、審議の妨げとなりますので電源をお切り頂きますよう

ご協力をお願いします。 

本日のこの全体会議は 1時 50 分に終えまして、1時 55 分より検討班による審議を行い、

そのまま検討班で終了する予定となっております。終了予定は 4 時半となっております。

時間どおり終了できますよう、ご協力をお願いいたします。 

それでは審議に移りたいと思います。宗宮部会長よろしくお願いします。 

 
○宗宮部会長 

ありがとうございました。それでは、審議に入りたいと思います。 

まず、資料 1 の説明を庶務からお願いします。 

 

○庶務（三菱総合研究所 新田） 

［省略：資料 1 の説明］ 

 

○宗宮部会長 

先般、3 月 27 日に第 2 回環境・利用部会を開催させて頂きまして、3 班に分かれてご議

論頂いて、その後、全体会議という形でやらせて頂きました。いずれにしろ、どちらの方

式をとっても中途半端になるという懸念が若干ありましたが、本日、特にもう 1 回、今ま

での我々の提言の理念と説明資料（第 1 稿）の間の考え方、相違のようなものがあるのか

どうか、あるとすれば、どこか等、整備計画に入れて欲しいというところを議論して頂き

たいとお願いしてきたわけです。 

かなりの線で議論して頂きましたが、まだ不十分なところは、本日また検討班でお話を

頂いて、さらにもう少し個々の具体策の方へも入って頂いて、これは可能性があるのかな

いのか、或いはこういうのはどうだろうかというような意見まで進められたらと思ってお

ります。 

本日は、最初に全体会議をやらせて頂いて、その後、各班の会議に移させて頂くという

形をとっております。各検討班で詰めた話をして頂きまして、本日はできるだけ、まとま
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るかどうかわかりませんが、そこでひとつまとめをつくってもらいたいと思います。そし

て、できましたら、次回、第 4 回環境・利用部会を 4 月 17 日に開催することにしておりま

すので、第 4 回部会には、今度は部会全体会議のような形で、できれば各検討班のリーダ

ーがおまとめ頂きましたものを皆さまにお配りして、それをベースにして考えていきたい

と思っています。 

と申しますのも、やはり自然環境、或いは水質、利用、保全といっても、相互に関係が

出てきているところがありますから、単独に済むところ、そうではないところ、或いは両

者で考えておくべきところ、どのような表現、或いは入り方をしたらよいのかということ

を議論して頂かなければいけないということがあります。4 月 17 日はそのようなことを全

体会議の時にやらせて頂いて、そしてその成果を一応まとめるような格好で 4 月 21 日の委

員会に状況報告をさせて頂くということになろうかと思います。 

4 月 21 日の委員会には、河川管理者からダムを含めた資料が出てくるようですが、その

時点で、部会から出したいろいろな論点なり問題点についての大体のまとめを出しますの

で、再度照らし合わせてみるということをしたいと思います。それで、以後の議論にまた

つないでいくということになろうかと思います。 

検討班ごとに結論を出して下さいということになると大変厳しいので、4 月 21 日の委員

会では状況報告にとどめております。それまでに全体をきちっとまとめ上げなくてもよい

のではないかと思っています。ただ、方向としては、このような方向だろうというのを提

示できればよいと思っております。 

本日、全体会議はほんの 15 分程度しかないのですが、今のような流れ、或いは進め方に

ついて、委員の方、何かありますでしょうか。かなり数多くの委員の方々がいらっしゃい

ますので、できるだけそれぞれのご意向を承れるような機会をつくりたいと思っているの

ですが、それでよろしいでしょうか。 

検討班ごとに少しずつ性格が違うので難しいといいますか、やり方も若干違ってくるか

も知れません。ですから、あえて最後の状況説明等の時も、大体このような方式かという

ことを詰めておくくらいにしておいたらどうかと思っております。 

最終報告がどのような形になるのかは、もう少し先になってまたご相談することになろ

うかと思います。いかがでしょうか。 

 

○寺川委員 

4 月 21 日の委員会にダムの見直し等を含めた資料を提示するということは、これは整備

局の方から資料が出されるということですね。テーマ別部会は 4月 21 日以降も引き続き 2、

3 回開催する予定となっています。そうしますと、5 月、6 月までテーマ別部会は開かれる

と理解したらよいわけですか。 

 

○宗宮部会長 

一応、今の予定ではそのようにしておりますが、多分テーマ別部会で大体の方向が出て

きた後、今度は地域別部会の方へおろして頂いて、またそこで議論をして頂かなければい
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けないところがありますね。地域別部会へおりてまいりますので、多分、今のところテー

マ別部会は 2 回程度を予定しているという状況なのです。 

 

○寺川委員 

おろしてというのは、いわゆる琵琶湖部会、淀川部会という地域別部会になるわけです

ね。 

 

○宗宮部会長 

そうです。 

 

○寺川委員 

それは、この後 2、3 回のテーマ別部会でまとめたものを地域別部会におろしていくとい

う形になるわけでしょうか。 

 

○宗宮部会長 

テーマ別部会では全体を通じて、物の考え方なり、あり方みたいなものはこれでよいで

すかという話をずっとやっておりますので、個々の流域について、具体的にこの方策をす

る、しないというのを、1 つ 1 つ積み上げることはできないわけです。 

ですから、全体の考え方から通して、琵琶湖部会なり、淀川部会なり、猪名川部会なり、

それぞれの部会に応じた問題点が出てきますので、そこでもう一度テーマ別部会の話をこ

ういう考え方で、これでよろしいかというのをお考え頂くということです。間尺に合わな

ければ、それに対してまたお考え直し頂くということになろうかと思うのです。 

 

○寺川委員 

その部分では、テーマ別部会を地域別部会とも並行して進めるというような感じで受け

止めたらよいのですか。それとも、テーマ別部会としての 1 つのまとめというか方向が出

た時点で、地域別部会で検討して頂くということになるのでしょうか。 

 

○庶務（三菱総合研究所 新田） 

その辺の進め方ですが、今、寺川委員がおっしゃったような進め方も 1 つの方法です。4

月 17 日に予定されております運営会議ではテーマ別の部会長と地域別の琵琶湖部会、淀川

部会、猪名川部会の部会長が参加されまして、今後の進め方を、テーマ別部会が一区切り

ついてから地域別部会に行くのか、或いは並行しながら進めるのかといったようなところ

について検討される予定になっております。その結果が 4 月 21 日の委員会で各委員に諮ら

れて、大体どのような形で進んでいくかが決定するという、手続としてはそのような形に

なっています。 
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○寺川委員 

はい、わかりました。 

 

○宗宮部会長 

芦田委員長、そういうことでよろしいでしょうか。 

進め方の流れとしては以上のようです。 

1 時 55 分より、各検討班に分かれて議論を開始することになっておりますが、全体とし

てお聞きしておく方がよいことがあれば、今、どうぞご発言ください。 

 

○倉田委員 

資料 2－2 の補足に私の個人的な見解を表明しているのですが、これはかなり前に書いた

ものがかなりあります。そういう意見に対して他の委員の方が皆様どうお考えなのか、私

の考えが間違っているのか、そういうことをどこかで整理しておかないと、今後の話を進

める時に困るのです。それについて、既に 1 カ月程、私は気にしながら来たのですが、全

然解決していません。出した意見に対して、それに似た意見を整理して、違う意見と対比

するような整理をどこかでやって頂かないと、言った人間自身が今後の発言に迷いを生ず

るので、何らかの作業をお願いしたいと思います。 

 

○宗宮部会長 

以前から、どういう形で返事を差し上げるかということが問題になっておりますので、

委員会でもまた考えていきたいと思います。 

 

○川端委員 

倉田委員の今のご意見に関連しまして、自然環境班の立場から、どういう作業が進んで

いるかを説明したいと思います。 

寄せられたご意見は全て精読いたしまして、他の方のご意見とどのように違いがあるの

か、一致しているのか、或いは取り上げてさらに深く議論した方がよいのかどうか、そう

いうことを前もって、自然環境班の公の会議以外にもリーダー、サブリーダーで議論はし

ております。その結果は、今日も具体的に資料として出ておりますが、自然環境班の論点

の中で、さらにその議論を深めていきたいと考えておりますので、倉田委員のおっしゃっ

た点は、最大限考慮して進めていく予定です。 

 

○宗宮部会長 

以上ですが、よろしいですか。 

それでは、そろそろ時間ですので、全体会議はこれで閉じさせて頂きまして、検討班の

会議へ移らせて頂きます。庶務の方からご連絡をお願いします。 
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○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

では、全体会議をこれで終了いたしまして、5 分後、2 時前くらいより検討班による議論

を行って頂きます。 

水質班の方は、このままこの会場で議論を行います。利用班は隣の会場です。ここを出

まして左側の淡海 9 という会場で議論を行って頂きます。自然環境班は、もう 1 つ向こう

の淡海 10 で議論を行って頂きますので、一般傍聴の方、委員の方、河川管理者の方、申し

訳ありませんが、ご所属の検討班の会場まで移動頂きますようお願いします。 

机上資料以外の会議資料はお持ちになって移動して下さい。よろしくお願いします。 
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水質班 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

それでは、これより水質班による議論を行います。 

少しだけ机上資料の説明をさせて頂きます。委員の席、河川管理者の席には議論の参考

として机上資料を置いております。お 1 人ずつ配付している資料としては提言冊子と、河

川管理者の説明資料の関係ファイル、水色の具体的な整備内容シートの第 1 稿があります。

1 テーブルに 1 つの割合で、過去の委員会で行われた現状説明資料と、水質ワーキングの

資料一式を置いておりますのでご参考にお使い下さい。それでは、検討班の終了時刻は 4

時半となっておりますので、ご協力のほどお願いいたします。 

それでは、宗宮リーダー、よろしくお願いいたします。 

 

○宗宮リーダー 

お手元の資料 2－1 の 6、7 ページ水質班の論点ということで、委員の方々、一般の方々

から頂いた意見の中からピックアップいたしまして、整理する形でまとめさせて頂きまし

た。 

まず理念なり、考え方なりということで整理しておいた方がよいということで、6 ペー

ジに河川管理者への質問事項というのをつくってみました。基本的にこの辺のスタンスは

どうなっていたのだろう、提言が説明資料(第 1 稿)にいわばカバーされているだろうか、

どうだろうかというようなことをお聞きしたいということでまず書いてみたわけです。 

これについては、村井河川調査官の方からでも個々に何かお話し頂けますでしょうか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

質問に対してそれぞれ逐一回答する準備ができておりませんので、全体を通してところ

どころ拾ってという形になるかとは思うのですが、お答えしていきたいと思います。そう

いう意味で、データ等でお話した方がよいものについては、少しお時間を頂いてデータを

整理しなければならないかと思っている状況です。 

1 つは、今回の議論の中で、環境の時代ということで申しました、いわゆる今までの環

境基準のベースの話ではなくて、さらにということの中で、例えば資料 2-1 の質問の中で

は、「河川で保持すべき水質目標を設定し、管理する方向性は全くないのか」という問いに

相当するのかも知れないのですが、当然、いわゆる環境基準というものがありまして、こ

れを 1 つの目標といいますか基準に置いて、我々はいろいろなところで水質を監視してき

たと思います。ただ、その環境基準も、私は必ずしも詳しくはないのですが、例えばダイ

オキシンなり環境ホルモンなり何なりの話というのが出てきて、それに対して、どういう

ことをしているかというと、淀川水系においてだけでも、底質も水質も合わせて何 10 カ所

も調査はしているわけです。 

では、それをどう評価しているかといいますと、やはりそこでどうしても環境基準の話

が出てきて、例えばダイオキシンなどは、水質か底質かどちらかはその基準がまだなかっ

たはずです。データがないといけないということで、そういうものについては測ってはい
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るけれど、測っていますという状況を越えてはいないと思います。ですから、こういった

基準を引こうと私どもが言えるほどの知見も持っていないという現状があります。 

それと、ダイオキシンとか環境ホルモンというのは、要は世の中の状況に応じて、そう

いうデータを測っておりますということでして、本来、水質を観測している項目というの

は環境基準局が言われている項目なりということで、それ以上にこういう項目を測る必要

がありますということがあれば、それは技術的な話を別にすれば測り得るのだと思います。 

そういった意味では、先回のこの検討班別の討論の時に出てきた、自動観測施設という

のも、ダムも含めれば 20 カ所以上淀川にはありまして、それぞれ水温、ph、濁度、DO、伝

導率、COD 等は測っているという状況です。この項目なり場所をもっと多くの場所で測る

ようにするということは、可能といえば可能なのですが、例えばその効率をどう図るか、

或いは自動観測している項目を増やすという話は、技術的な問題が 1 つはあると思うので

す。 

要は採水してきて云々という方法ではない方法で測れるのかという技術的な問題があり

ます。技術的な問題がないとすれば測ればよいのだという状況で、それを我々も何も否定

する話ではないのですが、どういう項目について測るかということについては十分な知見

を持っていないというのが正直なところだということです。環境基準にとらわれないと言

われても、よって立っているところは環境基準しかないみたいなところは正直あるという

ことで、その辺についてお教え頂けたらという方が、どちらかというと適切で、できる意

味での観測と、リアルタイムで測ったデータの情報公開をインターネットで流すというこ

とはもうやっている、或いはやりつつある話ですので、河川管理者として、河川サイドと

してできる範囲としては、そういう状況であるのではないかと思います。 

もう 1 つ大きな壁は、川を出ていく話なのですが、これについては、まさに河川管理者

自らで何か働きかけて、ここでいえば琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）といった

ものでアプローチしていくという、今の手段としてはそういうことになるだろうというの

が正直なところです。 

私の方から今、冒頭に申し上げられるのは、これくらいのことです。 

 

○宗宮リーダー 

1 点お聞きしたいのは、世の中は、少なくともある社会基盤施設というのはでき上がっ

て、より機能化するという段階はちょっと置いておいても、その施設をいかにうまく効率

的に、有効に管理していくかという時代に入ってきているのです。ですから、100 年洪水

の堤防を持った河川をいかにうまく管理するかという時に、それには、洪水、治水、その

他いろいろなことがあると思うのですが、河川局としての仕事のパーツとして、管理サイ

ドの話というのはどの程度の重さを持って、次の河川整備計画の中に入り得るのかどうか

というのがちょっと気になるわけなのです。その辺はいかがですか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

これから管理の時代ということの話ですので、どれくらいの重さを持つということにつ
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いては定量的な言い方はちょっとできませんが、当然その重さはどんどん増えていくとい

いますか、水質に限らず、まさに宗宮部会長が言われましたように、堤防についても管理、

或いは河川管理施設である樋門等の、今あるものの管理は優先的にやっていくということ

がいえます。そういう意味では、管理の全体に占める比率というのは、当然いろいろな意

味で増加傾向にあると思うのです。ですから、そこを増やすことについて特に何のためら

いもありません。 

 

○宗宮リーダー 

そういう意味で、河川に関係する情報をうまく集めて、そしてそれをできるだけ毎日、

もっと短い単位のレベルで管理していくというようなシステムがどうしても要ると思いま

す。その管理のシステムが、河川管理者が提起されているような協議会の場で可能かどう

かというのは若干我々としては懸念しているのです。片一方で、ダム統合管理のような洪

水や渇水に対しての制御システムを今お持ちになっているわけです。同じように、水位も

多分制御システムで管理されるだろうと思います。 

それに対して、水質についてはまだ、今のところはあちこちで測られているのですが、

統合化されていないという状況です。ましてや都市用水や環境用水というような名前の水

になってきますと、流すことによって都市の水がきれいになっているところもあるのです。

ですから、裏返すと量によって質を入れかえるような場があるわけです。そういうところ

も、管理の時間方向の変化をもう少し河川管理者の方で管理できるような形にできるとこ

ろが、かなりあるのではないかという気がするわけです。そのようなことを考えています

ので、ちょっとここのところでお聞きしてみました。 

それからもう 1 点は、皆さまから先回出てきたご意見で、「戯れ得る水」等、触れる水で

は具体的にわからないという話もありました。先回、生きている魚を捕まえて、そのまま

食べられるような水質というのもあってもよいではないかという話が出てきたりしたこと

もあります。そういうのも結局、今おっしゃったような環境基準的な発想では取り込み切

れないものがあるわけです。 

河川サイドで独自に、ここの河川では、こういう魚であれば食べられるけれど、これは

駄目だというふうなことになるのかわかりませんが、要は河川管理上、この目的で河川利

用をするとすればこういう水質であってもよいではないかというのが出せないだろうかと

いうのが、先回の部会の中で出てきていたところなのです。今後 25 年たっても、まだ環境

基準でいくのだということであればどうしようもないのですが、少なくとも近畿地方整備

局として何らかの管理目標を設定するということは、不可能かどうかということなのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

部会長の言われていることを、必ずしも私はきちんと理解していないということでおし

かりを受けるのかも知れませんが、環境基準的なものといった時に、知見の問題はありま

すが、魚が棲めるにはこれくらいの水質というような、我々はこういうことを目指すとい

うことはできるのだと思うのです。 
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実効性の話は、また流域の話が出てきますのでワンクッションあると思うのですが、た

だ、環境基準そのものも、時代とともに項目が増えています。その類型も、いわば B 類型、

A 類型、AA 類型といくわけです。その類型をよいものにして、なおかつ項目を増やして、

環境基準の方にそういう項目が入るということとどう違うのかが、ちょっとわかりかねて

いるのです。 

 

○宗宮リーダー 

私ばかりが発言して申し訳ありません。皆さんの意見を部会長として整理させてもらっ

た関係上、話をさせて頂いています。 

今も出てきましたが、環境基準というと河川法上の問題ではないわけです。ですから、

これは他の省庁が管理する基準値で関わってくるところなのです。それ以上厳しい基準を

河川に課そうとすると、地方自治体の方で縦横の打診をして頂いて、厳しい基準を設定し

ていくのが行政上のやり方であることは事実なのですが、河川サイドとして、ここでボー

ト遊びや、泳いで皮膚に触れて問題ないレベルの環境基準を設定しても、可能性はあるの

ではないかという気がしているものですから、目的に応じて基準を設定したらどうかと思

っています。というのは、環境基準というのは月に一回しか測らないのです。月に一回測

る水質で河川を管理するということを、これからも 25 年間やるのだという辺を気にしてい

るわけです。 

 

○川上委員 

国土交通省からも、それから環境省からも、いろいろな水質に関するレポートが出てい

て、そういうものを拝見しますと、環境基準をクリアしていますとか、クリアしていない

という表現で書かれていることが多いのです。市民として水質調査をいろいろとやってい

る立場から見ますと、そのデータはうそではないとは思いますが、本当かな、正確かなと

いう思いがあるのです。 

そのように思う原因というのは、やはり今、宗宮委員がおっしゃったように、月に一回

定点で測って、そして 12 カ月で平均を出して、そして COD が幾ら、BOD が幾らですから環

境基準をクリアしていますという、頻度の問題があります。それから、測定ポイントの問

題、環境基準となる項目の問題があります。微量有害物質と言われている物質、それから

環境ホルモン物質等、様々な新しい汚染物質が川に入ってきているわけです。農薬も、ど

んどん新しいものが開発されていくので、全て後追いになっているわけです。 

そういう消極的な監視ではなくて、もう少し積極的なモニタリングと、それからある意

味での、指導とか規制という積極的な管理を、河川行政、河川管理等の中でやって欲しい

と思っているわけです。 

それとともに、提言の中で汚濁負荷の総負荷量管理ということを提言しておりますけれ

ども、本川が汚れるのは中小河川が汚れているからだということで、原因は面源負荷につ

ながっていくわけなのです。そういうことから、本川をきれいにするためにはやはり中小

河川をきれいにすることが必要です。中小河川をきれいにするためには、流域でのいろい
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ろな啓発活動、或いは汚水処理場の設置等、様々な住民参加の効果も期待できる方法があ

るわけです。そういうことを、いわゆる公害の時代で人間の生命や健康だけを視野に置い

てきた考え方から、生態系の回復とか保全ということまでも視野に入れた河川管理の中で

の積極的な水質管理をしていって欲しいという願いを我々は持っているわけです。 

河川法も変わったことですし、環境というのは、今までのような、ただ水質を測って、

これくらいのデータですねというレベルではなくて、もう一歩踏み出した水質管理に乗り

出して欲しいと期待しているところなのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

川上委員のおっしゃることは、感覚として私もよくわかるつもりでいるのですが、流域

云々の話というのは何度も申し上げているようにワンハードルあるもので、今、説明資料

（第１稿）においてこういう形になっているのです。 

要するに、積極的な管理というところが、私は具体的にわからないといいますか、監視

というのはある意味消極的なものなのかなというところもあります。水質というのは水質

単独でやるわけではないですから、先ほど水量の話も出ていましたが、水量なり、水辺移

行帯とか、浸水域をどうするのだという話の、いわゆる物理環境があります。物理環境が

あって、水質をこう言ってよいのかわかりませんが、化学的な環境があって、多分その生

態学的環境があるのだと思うのです。 

要はそもそもの物理環境に対して積極的に、その生態系まで含めてよくなるようなとい

う働きかけの中で、水質のところが変化していくという意味での積極的なというのはある

のだと思うのです。ただ、水質の監視のところを積極的にというのが、必ずしもしっくり

わからないのですがということなのです。 

 

○宗宮リーダー 

多分、水質の価値をどこでどううまく評価して使うかということが裏にあるのだろうと

思うのです。ですから、水質をやっているものは監視とかモニタリングという表現をする

時は多分その裏に、緊急避難的な事故が起こった場合とか、洪水で濁質が非常にたくさん

出た時、そういうものに対して監視をし、警報を出し、予報を出す、そういうものにつな

がるのだと思います。もしどなたかが、「今日ここへ子供を連れて行って泳がせてもよいで

すか」といった時に、「大腸菌大丈夫ですよ」というニュース、情報があれば、これも 1

つの今おっしゃったような情報になってくるわけです。 

ですから、そこまで水辺が使えるような日が来るかどうかは別問題としまして、監視を

モニタリングという言葉に言いかえれば、もう少し幅広い意味で委員の方はお考えになっ

ていると思います。 

 

○川上委員 

監視、モニタリングではなくて、片仮名語でいうとマネジメントにして欲しいと思いま

す。 
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○宗宮リーダー 

なかなか、水質というのが目の前ですっと見てわかるというものではありませんので、

化学的な方法、物理的な方法、或いは生物学的な手法で測らないと表へ出てきませんから、

マネジメントですよと言われても、わかりにくいのかも知れません。 

資料 2-1 の 6 ページで質問をさせて頂いている事項の中では、3 は今まで議論頂きまし

たが、4 についても今までいろいろな浄化対策が、アシ原をつくる、ワンドをつくる、流

水保全水路をつくる等、いろいろなことをやられてきたのですが、それに対して B/C みた

いな形で、投資コストに対してどうだったのかという評価が本当にあったのか、これから

やる場合に検討しますという中に入っているのかですね。 

それから、5 番目のように河川法が変わって 7、8 年、もう少したちますか、悪水を出す

事業所へ立ち入りをされた経験があるのかないのか、その辺についても我々は殆ど知らな

いのです。河川の水質を管理する側から管理Ｇメンみたいな形でやられるのか、或いは今

度できる河川レンジャーのような方たちがおかしい水を見つけて、どんどん工場へ文句を

言っていくようなことをされるのかわかりませんが、このようなことをやられた経験がか

つてあるのかどうか、あるのであれば、もっと強化して頂いたらと思うのですが、その辺

はいかがでしょうか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 西川） 

資料 2-1 の 4 点目のご質問ですが、今までに水質環境に関わる事業、例えば礫間接触酸

化法の事業、或いは浄化用水の事業等、河川管理者ができる範囲の中の河川事業というの

は、以前から実施してきております。 

その中で、今までにやってきた事業の評価を、どれだけ経済的に効果があったのかとい

うのは、河川管理者なりにはしてはまいりましたが、いかんせん水質に関わる事業の評価

は治水のようにまだ明確にやり方が定まっておらず、模索している段階ではないかと思っ

ております。 

そういう中で、例えば水質浄化用水の事業につきましては、それがよいかどうかは別に

しまして、下水道整備でもしこの事業をやるとすればどれくらいのお金がかかるのか、そ

の時に考えられる案で検討した結果でそれなりには評価したことはあります。しかし、い

かんせん定まったものではないということで、まだ国土交通省の中でも水質に関わる B/C

というのは固まっていないのではないかと私個人としては思っております。 

それと、5 点目の事業所の立ち入り調査ですが、淀川水系だけではなくて、あちこちの

河川におきまして、河川法の中で今まで私たちは事業をやり、管理もしてきたわけです。

例えば油の流出事故があります。交通事故によって油が出てくる場合もありますし、或い

はそれ以外の原因で出てくる場合もあります。そういう中で河川管理者は現地に赴き、ど

こから流れてきているかという調査をするわけですが、河川区域から外れてしまうと、ど

うしても調査しづらい面があります。 

そういう状況で、原因者を突き詰めなければならないわけですが、あまり突っ込んでい
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くわけにもいかないということがあります。そういう場合は、各府県の公害担当部局の方

にお願いはするわけですが、十分な公表といいましょうか、なかなかしてもらえないとい

うことで、結果から申し上げますと、河川管理者が事業所に立ち入りをするということは

やっていないと思います。これはやったとしても、県の公害部局が年に何回か立ち入り調

査をする程度だと思います。それも抜き打ちでやるというのが現実ではないかと理解して

おります。 

 

○宗宮リーダー 

質問事項の 7 番は今もお答え頂いたのですが、新しい管理対象が出てきた時に柔軟に対

応できるようなシステムを是非つくって頂きたいということがあげられています。新しい

ものとは何ですかと言われると大変難しいのです。例えば、有機塩素化合物が 1980 年代に

出ましたが、今度はそれが環境ホルモンに変わってくるということをだれかが知っていた

かと言われると、ダイオキシンくらいまではひょっとしたら、ということはあったのです

が、予測は難しいものですから、その次は何ですかと言ったら、なかなかそれをすぐには

言えないわけです。但し、新しいものにすぐ対応できるようなシステムを是非つくって欲

しいということで書かせて頂いたようなところです。 

 

○三田村委員 

先ほど来、出ております質問、或いはご返答にも関わるのですが、質問事項の 3 番目、7

番目です。時代とともに確かに対象とする水質の種と、基準値は変わってくるのだろうと

思うのですが、宗宮委員もおっしゃいましたように、河川管理者側として淀川水系を総合

的に管理するための水質基準をおつくりになった方が、私はよいと思います。と言います

のは、いろいろな数値はあるものに照らし合わせた数値でして、多分総合的に考えた結果

ではないと思うのです。 

もう 1 つ言いたいのは、例えば生活関連項目でしたらそれほど問題はないのかも知れな

いのですが、健康項目での毒物ですね。これにはある基準値があります。ところが、外国

の基準値と随分違います。例えば日本の基準値の方が甘ければ、その項目に対しては外国

人の命の方が大事であって、日本人はそれでよいのかというような議論が幾つもあります。

その辺も含めて、総合的に淀川水系を管理していく上でどういう水質基準があり得るのか

というのを、根本的に数値だけではなくてお考え頂いた方がよいのかなという感じがいた

します。 

それともう 1 つは、資料 2-1 の 7 ページのところにも関連するのですが、底質云々とい

うのがありますが、水質というものの概念把握といいますか、定義といいますか、これは

多分河川管理者側と、委員の中でも随分違うと思います。例えばプランクトンは水質に入

れていらっしゃいますか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

クロロフィルは入っています。 
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○三田村委員 

水質で入っているのですか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

はい。入っています。 

 

○三田村委員 

プランクトンという種類だと水質ではないということですか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

環境調査等をやる時には、必ず測っています。 

 

○三田村委員 

多分、物理化学的に測れるものだけが水質だろうというイメージを持っていらっしゃる

人がいらっしゃるのです。 

ところが、クロロフィルを測るということは種類と密接に関わりますので、種類も関係

します。そうすると、水生昆虫も水質だ、或いは魚類も水質だ、そういう議論にもなりま

す。そこまで入れてよいかどうかというのは、いろいろな意見があるのだろうと思うので

すが、水質の議論の時は、基本的にそこまで戻れるような物の考え方に立って、この時に

はいわゆる物理化学的な測定だけ、或いはこの時には種まで考えなければならないとか、

柔軟性を持ってお考えにならないと、水質の問題というのは根本的に解決しないのです。

それが、7 ページの「水質監視・管理には底質も含まれ、生息動植物と関連する」で指摘

されているのだろうと思うのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

そういう意味では、水生生物のようなものは確かに測っているわけではなくて、調べて

いますね。それによって、こういう生物が棲んでいるところはきれいな水だよということ

を、我々は小学校等と一緒に調査するとか、そういう形のものでやっているのです。 

何がいるからどうだという形までは関連させていないといいますか、確かに、何がどう

だといった時には、環境項目でやってしまっているといえばそういうことになるのかも知

れません。 

 

○三田村委員 

いずれにしましても、広い視野で水質をとらえるというところから出発して頂くのが、

非常に大事だろうと思います。 

今、種の問題がそれほど具体的に問題にならないのだろうというような感触のことをお

っしゃいましたが、例えば O-157 の問題等ですね、大腸菌は昔から水質項目に入っていま
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すが、今、中国で流行っている問題等も含めて、種の管理、モニタリングというのも、こ

れから水質項目の中で非常に大事になると思うのです。そういう意味では、水質というの

を非常に大きくとらえて、常に対応できるような基本的な姿勢に戻って頂ければありがた

い感じがします。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

水質と言った時に、今言われた物理化学的なものと、生物化学的なものと 2 種類あって

自動監視をしていまして、物理化学的に調査できるものについては、かなり定期的にずっ

ととっているわけです。 

生物化学的に押さえなければいけない部分というのは、水生生物調査とか、水辺の国勢

調査という形で、いろいろな調査スキームを増やしていって、調査自体はしてはいますが、

自動監視をしている物理化学的なものと比べると調査頻度は落ちてしまっているのが現実

ですが、調査自体はしているということです。 

ただ、そういった調査の歴史自体がそう長くないので、どのように種の変化がしてきて

いるかというのは、実際としてデータが蓄積されていないのが現実だとは思います。 

 

○三田村委員 

時間をとって申し訳ないのですが、今、水質は 2 種類あるとおっしゃいましたが、それ

は間違いだろうと思うのです。大きく 1 つで、それを大きく分けると 2 つに分かれる、或

いは 5 つに分かれるというのはよいと思うのですが、2 種類はないのです。大きな意味で

の水質は 1 つだろうと思います。 

測れるから測るということも大事なことだろうと思いますが、種を網羅して記載するだ

けだという発想になられると、水質を総合的にとらえることはできないと思いますので、

是非大きなところから絞り込んで、或いは大きなところから違う視点で絞り込む等、そう

いうところに戻れるような水質のとらえ方と河川管理をやって頂きたいと思います。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

2 つと言ったのは、ちょっと誤解があったかも知れないです。管理の方法が 2 種類ある

という意味でとらえて頂きたいと思います。 

 

○川上委員 

私は生物調査と物理化学分析と、やはり両方でやっていかなければいけないのではない

かと思います。今日お話を伺ったからというわけではないのですが、結局、目の前を流れ

ている、或いは我々の身近なところを流れている川の水質の管理というのは、マネジメン

トと言われるような管理は基本的にはだれもやっていないのです。 

3 年ほど前に木津川の高山ダムのすぐ上流のところに流れ込んでいる花前川に産業廃棄

物の処分場、三重中央開発だったか、廃油が流れ出しまして、大抵そういうものを発見す

るのは近くの住民なのです。魚が川にたくさん浮いている、これはおかしいということで、
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県の環境課や市の環境課に連絡する。職員がおっとり刀で駆けつけて、川の水を採る時に

は実は廃油は流れ去った後なのです。異変を発見した人がたまたまペットボトルか何かで

採っていた生のものが残っていて、それを分析して欲しいということで私の所属するＮＰ

Ｏの会の方へ連絡があって、すぐに関係している民間の分析機関に送って翌日にはデータ

が出てきたわけです。 

ところが、伊賀県民局の生活環境部で分析しているのは 1 週間たっても、10 日たっても

出てこないのです。新聞では大きく取り上げられたけれども、結局そのデータというのは

何かうやむやのままにされてしまって、きちんとした正確なデータは出てこないのです。

正確なデータは、我々が民間レベルで分析した COD3000mg というデータが一番正確という

状態なのですね。環境省も国土交通省も管理していない。どこも管理できないという状態

であるわけです。 

これでよいのか、このままでよいのかと言いたいのです。河川法が変わっても、また今

までと同じように、定点での定期的なモニタリングだけをずっと続けていくのかというこ

とです。先ほどから申し上げているように、私はもっと管理という視野で水質の問題に取

り組んでもらいたいと思います。我々も住民サイドでできることはこれからも続けていき

たいと思っています。大体 1 つの川を 1 年間調査するのに 300 万円、400 万円かかります。

水質ワーキングの資料の中に私の所属する NPO が調査した詳細なデータがあります。イン

ターネットで公開しておりますし、今お手元にもあると思いますが、こういうことは NPO

が自発的にやっているだけであって、やはり民ができることと行政が本来やらなければい

けないことというのはあると思います。お互いに連携し合うということが大事だと思いま

す。 

先ほどから、生物と化学分析による 2 本立てということですが、もう 1 つ大事なのは、

毎日川を見て暮らしている人が川の近くにはいるわけです。その人たちが一番よく川のこ

とがわかるわけです。今日の川の流れは何かとろっとしているな、いつもと違うな、こう

いう感覚が意外とあたっているといいますか、そこからわかってくることは結構あるので

す。ですから、川に張りついて暮らしている人たちにも協力をしてもらうというか、参加

をしてもらうことが大事だと思います。そういうものを活用しながら、化学分析、生物調

査をあわせて総合的な管理をしていくということができれば一番よいのではないかと思い

ます。 

最終目標はやはり、物理環境に関しては 24 時間リアルタイムの自動観測です。生物環境

の観測はそういうわけにはいきませんが、それも子供たちや地域の住民が参加できる環境

保全への入り口として、或いは地域の啓発にとっても大変よい活動だと思うので、そうい

うこともあわせてやって欲しいと思います。 

 

○中村委員 

これから河川管理の中で、水質環境、自然、生物等を、どのように前向きに政策の中に

取り込んでいくかという中で、今までできなかったことで、やはりそういう方向で考えて

いく必要があるのだろうというのが、今、意見で出ていると理解して頂くのがよいのでは
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ないかと思うのです。 

その中で幾つか判断する切り口として、1 つはオーナーシップという考え方があります。

オーナーシップというのは、要するに今までの河川行政の場合には地域、住民、利用とい

う時に、河川サイドと我々との距離が非常にあって、いろいろな規制とか物理構造的にも

接近し得ない等がありました。環境を考える時に、地域、住民、社会が河川環境のオーナ

ーであるということがどんどん出てきている時に、1 つの項目としてやはり水質という問

題があるのだろうと思います。そうしますと、水質だけ切り取って議論していてもなかな

か展望が開けないということはあるのかなと思います。 

例えば、これは直轄の河川ではないのですが、中小の河川で河川改修を市がやって、地

域が水辺に接近しやすいような修景とアクセス、かつ治水、防災にも適するようなパイロ

ット事業を仮にやるとします。パイロット事業の工区間が 50ｍほどあるとしたら、50ｍの

上流 100ｍくらいと下流 100ｍくらいが非常にきれいになるのです。それは何故かといいま

すと、オーナーシップということでアクセスができるがゆえにきれいにしたい、子供に対

しても安全にしたいという気持ちが生まれてきて、だから水質も測りたいとなるのです。

生態系として生物が健全な食物連鎖の中で生きているような景観生態的なもの、そういう

ふうに思ってやっているわけではないのでしょうが、論理的にこうしなければいけないと

いうことを思ってやっているより、結果的に 1 つのシステムとして、地域と河川と生物と

水質と生態系というものができ上がってくるというのが理想だと思います。 

新しい河川法の中でそういうことが少し方向付けできる、或いは幾つかの拠点から広が

っていくような仕組みをつくる、或いは既にうまくいっているようなところが加速できる

ように後押しをするというようなことを、新しいシステムの中で取り組んでいくようなこ

とはできないでしょうかということがまずあるのだろうと思うのです。それが全体に広が

っていって、その情報が社会全体で共有されるということになりますと、自分の身近な場

所のオーナーシップだけではなくて、流域のオーナーシップというところに発展していく

ので、そういう意味では統合的にそういうことが把握できるような受け皿なり、入れ物な

り、仕組みなり、或いは連携なりネットワークを整備していくような方法論というのを、

是非新しい制度の中で考えて頂けないだろうかと思います。 

流域委員会もそういうことが可能になるためには、今まで何ができていて、何が課題で

あって、もしそれをやるとしたら当面どこからスタートして、長期的にはこういう方向に

向けていけるのではないか、ということを出さないと、流域委員会の方でもワーキンググ

ループでも何でも、河川管理者にこれが問題ですと突きつけても、なかなか難しい問題は

あるのだろうなと思います。その辺のやりとりをどのようにやっていくかということは非

常に重要な課題になるのだろうというのは、私が今まで聞いていて思ったところなのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

私も、中村委員のおっしゃる通りだと思っています。 

河川管理者が最初にできるところというのは、例えばアクセスをよくして水辺に触れ合

えるようにすることをきっかけにして広がっていけばよいというところがあります。例え
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ばの話ですが、今、道頓堀でいろいろ整備を始めていますが、道頓堀自体に行くと、ビル

もどれも基本的には川に背を向けています。やはり川は裏口なのです。 

道頓堀に、今デッキの整備等をしているのですが、そういうことを河川管理サイドがや

って、人が川側に来るようになると、多分皆さまが川サイドも表にしてくれると思うので

す。そうすると、多分そこの水質なり環境に対する皆さまの関心が高まって、あそこの川

の水質自体がよくなってくることに対する共通認識といいますか、状況ができていくとい

うことだと思って、道頓堀を注目して見ているのです。そういった最初のきっかけは、ま

さに河川管理者としてある意味すぐにでもできるところがあるはずですから、そういうも

のをきっかけにやっていきたいとは非常に思っているところです。 

 

○中村委員 

それにはやはりいろいろなフェーズがありますね。当面こういうことでスタートしまし

ょうとした場合、それで波及された効果を把握しておかなければ他のところに広めること

はできないとなると、そのための取り組みはこうしなければいけないということがわかれ

ば、そういうことは関連して広がっていくと思います。その広がっていく手だての時に、

やはり先ほどのように地域とか既存で機能しているものとか、他省庁、或いは他の行政機

関との関連があって初めてできるようなところはこのようにしようとか、そういうところ

が徐々に見えてくるように、今の川の話ではないですが、管理というのはそういうような

とらえ方で、新しい制度の中に方向付けをすることを是非考えて頂きたいということでは

ないかと思います。 

もう 1 点、関連して言わせて頂きますと、今までの水質の管理は、私は必ずしもまずか

ったとは思っていません。十分であったかどうかは別にして、ある程度機能していた部分

というのはあるのです。どういうところがよかったかといいますと、日本の河川行政も、

水行政も、環境行政もやはり縦割りで来ました。そうすると、先ほどの三田村委員のお話

ではないですが、それぞれの機関が自分に関係するところの最低限の情報は確保するとい

うことをやるわけです。建設省は建設省、滋賀県は滋賀県、各市は各市でやるということ

で、大阪も琵琶湖に来て水質を測りますし、それぞれのところがそれぞれの理由でやりま

す。ただ、物理的に上下流という関係があり、水の水質、或いは生態系のつながりがある

がゆえに、最低限必要なところは連携してやりましょうという仕組みはあるのです。琵琶

湖・淀川水系でもあるのです。 

例えば琵琶湖・淀川水質保全協議会。やはり水道関係の担当の方々というのは非常に定

期的に情報交換されていますし、多分法律的にそういう義務付けもあるのだろうと思うの

です。ただ、それがそういう縦割りをはるかに超えて、非常に総合的に広がりを持った取

り組みになっているかというとそうではなくて、統合的流域管理、統合的水質管理で、必

要に応じて統合するという発想が日本の場合には非常に特徴的に出ているわけです。琵琶

湖・淀川水系のように複雑な上水下水の出入りが激しいところでこれだけのレベルで水質

管理ができているということは、まさに他の国の方々から見れば奇跡的にうまくいってい

るという部分も、見方によってはあるだろうと思います。 
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ただ、それだけではどんどん駄目になってきているというのは、1 つは先ほどのお話に

あったように、微量有機化学物質とか環境ホルモンというような問題が、縦割りというこ

とを超えて問題が起こってきてしまっているということと、地域や住民の方々が、行政の

理屈で物を理解するようなことをはるかに超えてしまって、住民が立ち上がっていろいろ

なことを調査し始めたり連絡をとったり、或いは研究者に入ってもらっていろいろな勉強

をしたり、ということになっている時に、先ほどのような統合的な水質管理を必要に応じ

たレベルである程度やっているということでは追いつかなくなってきていると思います。 

そこのところをどうしましょうかというところが重要で、要するに統合的な流域管理や

統合的な水資源管理の中の問題として、制度的、仕組み的に新しい河川法の中で、もう少

し積極的な位置付けができないかというのが課題なのだろうということも 1 点あります。 

それともう 1 つだけ、ついでに言わせて頂きますと、琵琶湖の場合には淀川の河川の場

合と違って、例えば河川のサイドでの取り組みの事業と、農業のサイドの取り組みの事業

と、都市化、或いは土地利用の変遷との関連性、例えば都市型のノンポイントソース問題

というような問題が複合的に琵琶湖の水質に影響を与えているので、「河川の方の水質の体

制は非常にしっかりできています」或いは、「します」では済まない部分があります。先ほ

どの三田村委員のお話ではないですが、結果的に底質にストレスをかけてきたり、いろい

ろな生物の植物連鎖にストレスをかけてきたり、植物プランクトンの種の変遷が非常にお

かしくなってきているというようなことは、実はいろいろなものが複合して起こってきた

結果なのです。 

そうすると、やはり水質を考える時に省庁間の連携とか、複合的に総じて起こってくる

水質問題に今後どう対応していくのかということは非常に大きな課題ですので、今回の新

しい河川整備計画の中でもう少しそこまで踏み込んだ取り組みをして欲しいと思います。

総じて皆さまはそれぞれの部局ではがんばってやっていて、これくらいが限度ですという

ことはあるかも知れませんが、琵琶湖にとってみれば縦割り行政というのは知りません。

結果的に起こってくることしかわかりませんから、琵琶湖のサイドから見て総じてどうし

て欲しいかということがあるのです。その部分については何か新しい情報のシステムとか、

事業のあり方についても、水質、或いは生態系の側から、都市化、河川行政、或いは農林

行政について、ここにはこれくらいでよいのだろうが、総じてはこうなっていかなければ

いけないという問題はあるのです。 

これは新しい河川法の中で取り扱ってくれと言われても、国土交通省はそこまでは踏み

込めないという話になるのでしょうが、自然の側からいえばそういう理屈がどうしてもあ

るということです。そこのところをどのようにクリアしていくのかというのはちょっと課

題ですので、そういうところに踏み込んでいくような入り口というのですかね、それは少

し考えてもらわないといけないかなとは思います。非常に難しい問題なのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

そういうご指摘をされますと、そういう意味でその前の段階といいますか、細かな意味

での水循環系そのものが必ずしも十分わかっていなくて、その状況で物質循環がわかるわ
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けがないといいますか、そのようなレベルなのかなと思って今お話を伺っていました。水

循環系というのは、ある意味、今あちこち各省協力という形も出てきているといえば出て

きているのではないかと思うのですが、そこがわかれば物質循環もわかっていくかなとい

う気はする、というのが今の状況かと思います。 

 

○川上委員 

頂いております説明資料（第 1 稿）の水質のところを見ますと、先ほどから私がお願い

をしているというか、お話ししていることを、かなりポイントを絞って「河川整備の方針」

ということで書いて頂いています。 

例えば、住民と連携して河川への流入総負荷量管理を図るための組織の設立を検討する、

或いは地域住民による細かな水質モニタリングの支援体制を確立する等、方針のところに

は書いてあるのですが、具体の整備内容のところにはあまりはっきりとは書いていないと

ころがあるのです。 

「整備計画の方針」として書いて頂いていることについては、どのようにこれから取り

組まれるのか、或いは今検討中なのか伺いたいと思います。先ほど来、河川調査官がお話

し頂いている内容とここの記述との間にはかなり大きな落差を感じております。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

苦しい答弁ばかりになっているのですが、基本的には説明資料（第１稿）5 章の 5.2.4

水質については、まさに（1)の「下記の事項について、検討・実施する自治体、関係省庁、

住民代表から構成される琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討」と、具

体的には今ここまでのところで、この中では 1）から 4）までの話を検討していくというこ

とです。河川整備計画上の構成という意味です。 

要は（1）の範囲の設立の検討からやっていくということでありまして、方向性はそらち

なのですが、我々は具体的なツールを持っていないのでこの記述にとどまっているという

のが構図です。 

 

○宗宮リーダー 

河川環境管理そのものの方向性をどのように位置付けるか、或いは住民 1 人 1 人のとこ

ろで、いかに環境を保全する方向へ働いてもらうところまで気持ちを上げられるか、とい

うような話も出てくると思うのですが、結局、国土交通省としては、直轄河川区域を主に

押さえられますから、その段階のところでどうするかというところがポイントになってく

ると思います。 

中村委員が最後におっしゃったような縦割りがいろいろなところで起こっていて、住民

の方との話し合いの中でいろいろやられるところ、これはやはり国土交通省でやられるよ

りも、本当はもうちょっと地域の行政体が、そこにそういう組織をつくってやってもらえ

ればありがたいから、それをつなぐ、指導できるようなシステムがあれば、もっと一般論

として考えやすいのではないかと思います。琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の
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中でそういう機能まで持たせるのかどうか、そこまで出てくるのであれば大変おもしろい

中身が出てくると思います。ですから、中身をもう少し具体的にする時にこれが出てくる

のではないかという気がします。 

もう 1 点、三田村委員も中村委員もおっしゃいましたが、水質と生態系の把握をどこで

区切るかという問題が 1 つあるわけです。例えば、動物プランクトン、植物プランクトン

までは水質の方でも測り、或いは底生生物のところくらいまではいくのですが、もうちょ

っと大きくなると我々では水質としても扱えないというような領域がありますので、一体

これはどちらで話をするのかというのが大変難しくなってくるのですね。 

ダムで赤潮、或いはアオコが出て問題はどうかという話になってくると、水質の話なの

か、生態の話なのか、どちらと言ったらよいのかというこの辺の区切りは大変難しいこと

は事実なのです。ただ、現象論的に富栄養化現象であったとすれば、それなりに原因はこ

れではないかというのはわかりますから、水質の話の方へ絡んでくるということがありま

す。 

しかし、藻類の繁茂が起こるということは、物理現象として、ある程度の日数、日が照

って、水が動かずに、窒素、リンが十分でという、物理環境の方がしっかりしていないと

出てこない、流れがあったら出てこないという話とも絡みますので、水質だけでは物が言

えないことは事実です。どこかでやはり水質サイドとしては、例えばクロロフィルａでと

めおくのか、或いは種、数まで入れて、変動したことが水質に影響を与えているというこ

とまで入り込んでいくのか、その辺はやはり区分けして考えておかなければいけないだろ

うと思います。 

例えば藻類なら、ピコプランクトンと言われても何ですかというようなことで、藻類の

専門家しかわからないようなものになってきますと、これは多分一般論で言う水質では測

りにくい問題になってくるだろうと思います。せいぜい草や水問題でやってきたようなも

のであれば事象とつながりますから、水質としては十分わかりやすいと思います。 

どこかで生態の方とも切れないところが出てきますので、将来、自然環境班とも話をし

て進めなければいけないところがあるだろうという気がしています。 

6 ページの質問ばかりで、ほぼ今日の時間の半分を使ってしまったのですが、あと 7 ペ

ージの論点の整理の方もありますので、少し休憩してよろしいですか。3 時 15 分くらいま

でお休み頂きまして、また 1 時間くらい続けさせて頂くということにしたいと思います。 

 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

それでは 3 時 15 分まで休憩とさせて頂きます。3 時 15 分になったらお席の方にお戻り

下さい。よろしくお願いします。 

 

〔休憩 15:08～15:20〕 

 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

それでは再開したいと思います。宗宮リーダー、お願いします。 
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○宗宮リーダー 

時間がだんだんと押してまいりますので、いよいよ水質関連の論点の方に進みたいと思

います。先般の議論から整理したものを資料 2-1 の 7 ページに記載させて頂きました。こ

れ以上にまだいろいろなものがあるということであれば、またお話しして頂きたいと思い

ます。 

まず、1.「現状認識と理念転換」というところで、1 番から 4 番まで見て頂きましたら、

要は河川環境整備の方向性が自然再生化であると書いてあります。自然再生化を行ったら

水質はどうなるのかという辺りを、逆に関連はどうなってくるかを考えないといけません。 

次に「具体的な自然環境の創造と管理に関する方向性」とあります。つまり、自然再生

化したら実際問題としてどう管理するのかという方向性がないと、あとはほったらかしで

よいのですかということです。川は自然の状況に成り行き任せにするのだというのであれ

ばそれまでですが、それで本当によいのだろうか、水質にどう関わってくるかというのが

その次です。 

水質管理は琵琶湖から大阪湾まで一体で管理する必要があるとあります。そういうよう

な発想があったかどうかという辺りですね。もちろん洪水等の場合にはあることは事実な

のですが、水質の方からも同じように考えて欲しいということです。 

それから、水質監視・管理には底質も含まれ、生息動植物も関連するとあります。あく

まで関連すると書きましたが、先ほどありましたように、水質サイドでの管理、或いは関

わり方と、生態のサイドの関わり方というのはどこまでかというのをある程度整理しない

といけないわけですが、少なくともそこに生息する動植物に当然、水質は影響してきます。 

それからまた、いわゆる有毒、有害物については、いわば緊急的なものとか慢性的なも

のとかいろいろなものが出てくるわけなのですが、先ほどあった物理的、或いは化学的な

水質指標というのは比較的短期のものですし、生物指標になってくれば、長期的な影響を

見るような場合にはそれしかないということがありますので、それで考えていかなければ

いけないわけです。少なくとも現状認識、理念転換、この方向でもう一遍ちょっと書いて

みたのですが、委員の方、いかがなものでしょうか。これはまずい、もうちょっとこちら

に変えようというのがありましたらどうぞおっしゃって下さい。 

それでは、村井河川調査官の方から、この辺はどのようにお考えですか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

意識としては、我々も説明資料（第 1 稿）で、いわばモニタリングというのが第一前提

といいますか、環境のところの冒頭でも書いています。場合によっては整理しなければな

らないという意味では、説明資料（第 1 稿）で書いた水質というのが、いわゆる先ほど出

てきた物理化学的な水質なり、生物化学的な水質なりがきちっと頭の整理がされて書いて

いるかといいますと、ちょっと怪しいところはあります。ただ、環境全体としては、モニ

タリングという意味であれば当然、生物化学的なもののモニタリングも、生物そのものも

含めたモニタリングという形にはなっているつもりではおります。 
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ただ、やはりモニタリングをどうしていくのかというところは、必ずしも我々もわかっ

てないといいますか、「モニタリングです」というところにとどまっているということです。

逆に言いますと、どうしていけばよいのかご意見があれば、教えて頂ければ非常にありが

たいと思います。 

 

○宗宮リーダー 

大体の方向性はこの辺でよいだろうというお話でしたし、多分この琵琶湖・淀川水系に

自動モニタリングといいますか、測定装置というのがもう 50 カ所以上設置されていますか

ね。琵琶湖だけでも 20 何カ所とありますが、水質をやっている者としては、少なくとも淀

川水系両サイドに光ファイバーまで通っていて、それもうまく使わないというのではもっ

たいないというのがあって、とれている情報をどんどん集積して、その日その日のデータ

がどんどん入ってきて、それを管理する中で、説明資料（第１稿）にあるような第一歩が

十分でき上がるのではないかと私は思っているのです。 

先ほどおっしゃったようなハードなシステムをつくってからでしかできないのだという

のではなくて、今ある機能を活用して、将来入れ替わるかも知れませんが、今あるデータ

を整理することによってかなりのことが理解できるのだと思います。今まで月 1 回で管理

していたのが、少なくとも時間オーダーの管理までは落ちる可能性はあるわけです。但し、

データの精度、頻度等は、機械によっては 70％くらいのデータ収集しかないものがあり、

ph だけでも 90％くらいしかとれませんから、常時というわけにはいかないでしょうが、や

はりそれに近いものに一歩近づけるというのがあるわけなので、モニタリングというのも

ちょっと発想を変えて頂いたらよいのではないかと思います。 

つまり、先ほどお話があったような環境基準的な発想から、日々の河川水質を管理する、

モニタリングし、監視していく方向へ移るというようなアクションを少なくともとって欲

しいというので、このような監視がどうのこうのと書いているわけなのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

実態として、まさに自動監視もやっていることはやっていて、それをホームページ等で

1 時間ごとに公表しているところまではやり始めている状況です。ですから、公表する地

点を増やすということはある程度可能な話ですが、まさに部会長が言われたように、デー

タの精度等の話は公表というよりもどちらかというと技術的な問題が必ずついて回ってい

て、その辺はその辺で解決しなければならない問題としてはあるのだと思います。 

項目を増やすことも、まさに技術的な問題がなければ可能だと思います。ただ、いわゆ

る 1 時間観測のようなものができる項目かどうかということも含めて、どうしてもオープ

ンになってくるデータというのは、物理化学的なデータにとどまらざるを得ないという中

ではどんどんやっていきたいとは思っております。 

 

○中村委員 

今のお話のやりとりをどういう位置付けで考えるべきなのかということですが、機器の
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開発、計測技術というのは非常に日進月歩で変わっています。自動観測装置のセンサーの

開発とか、流体の物理計測の機器も大きく変わっていて、ある意味では単価も落ちてきて

います。そうしますと、今までのように比較的大きな装置を限られたところに設置して、

どちらかというと点として観測をしているものを時間軸に乗せて公表するというやり方を

超えた取り組みが、徐々にできるようになってきていると思います。安価で数がたくさん

あって、精度もそこそこの機器を大量に使って、面的に情報を把握するということが徐々

に可能になってきていますし、ある意味では、そういう方向に向けていくようなきっかけ

を、こういう新しい取り組みの中で促進していくということも、1 つの課題なのではない

かと思います。 

それで、これまでやってきたモニタリングが必要なくなるということでは多分ないのだ

ろうと思うのです。両方必要なのだろうと思うのです。面的に情報を把握して、それを視

覚的にとらえられるような情報の共有システムと、これまでのようにある機器を幾つかの

点に設置して、それをインターネット上で公開して、あとは経時変化とか経月変化が見ら

れますというものとは、全く違った意味を持ってきますし、関心の持たれ方も違ってくる

と思います。 

数多く、安価なものを面的に広げていくということになりますと、地域とかコミュニテ

ィが、自分のところが出した水質の精度はそこそこだけれども、それがシステムにフィー

ドバックされて、たくさんの情報の中で自分の出した情報が相対的にわかってくる、或い

はほかのコミュニティと比べてどうとか、下流のどこの川に比べてどうとかいうようなこ

とが、非常に立体的にわかってくるということが今起こりつつあるわけです。 

そうすると、そういう情報は規制に使うということではなくて、社会のシステムとして

理解する、自然と社会の関わりを理解する、そのための道具として水質なり何なりがある

ということになります。そのためには、多分これまでの発想とはがらっと変わった機器の

活用の仕方と、それに見合った仕組みづくりと参加の仕方というアイデアが出てくると思

います。そういう方向にこの新しいものを向けていくようなきっかけを組み立てに使って

いくということだと思います。 

例えば、先ほどの話ではないですが、河川管理者が直轄河川の自分のところだけをやっ

ていればよいのではなくて、河川管理者の権限を超えたところで推進していくということ

自体は、私はできるのではないかと思います。或いは連携しながら促進していくというこ

とはできるのではないかと思います。例えば、行政的にそれぞれの役所が持っている権限、

或いは既成の制度とか政策等とはちょっと離れたところで全体像をつかむ、社会と河川環

境との関連性を非常に長期的な広い意味でとらえるような仕組みづくりをしましょうとい

うことでいけば、可能性は出てくるのではないかという気はします。 

技術的な話というのがありますが、その辺もどうなってくるのかといろいろ検討してい

るのですが、精度はそこそこだが数は非常に多いという場合に、機器間のキャリブレーシ

ョンの問題がでてきます。要するに、隣の計器が自分のところと違った数値を出している

のは一体どうなのかということを判断させながら、全体で相互にキャリブレーションをし

ていくというような仕組みが、技術的には徐々に可能になってきていると思います。 
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そういう新しい形のモニタリングの仕組みで技術的な問題をそこそこ解決するというよ

うなことも可能になってくるのではないか、新しい形の面的なモニタリングと、それから

視覚的に訴えて、それこそパーティシペート（協力）するというようなモニタリングの仕

組みという議論は我々の研究者仲間であります。多分、これから 5 年、10 年先はそういう

ことがどんどん出てくるのだろうという気はします。 

 

○三田村委員 

今の件に少し関連するのですが、モニタリングでハードな部分、幾つかあると思います

が、項目を増やしていくとか、高価な自動観測装置をつけていく、或いは面的に数を増や

していくということも大事だろうと思います。しかし、それ以外に今までのモニタリング

システムで欠けている部分があると思います。私たち研究者自身の観測データの扱い方に

も随分荒っぽいところがあるのですが、それはもちろん目的があるから荒っぽくなるわけ

です。河川管理者は、是非データを読む人を育成して頂きたいと思います。 

例えば、極めて簡単に測れる水温、それも先ほどありましたように、インターキャリブ

レーションしないと本当のデータは出ないかも知れないですが、そこまで精度のあるデー

タでなくても、水温 1 つから物理化学反応を読む人もいれば、或いは生物の活性を読む人

もいるでしょう。10 度違えば 2 倍くらい活性が違いますから、そういうことを読む人もい

るでしょう。或いは水塊分析に用いる人もいるでしょうし、或いは水の流れ、水塊分析の

一部でしょうが、湖流を読む人もいるでしょうし、或いは地球温暖化に思いをはせて、地

球温暖化の可能性として、今の大気温が水質にこのように影響を及ぼしているとかいうこ

とを読む人もいるでしょうから、できれば河川管理者の中でそういう人を育成して頂きた

いと思います。それとともに、データを読む人が外部には随分いると思いますから、情報

をできるだけ公開して頂いて、そういう人の手助けを得るような仕組みをつくって頂く、

それが大事だろうと思います。 

国土交通省の中での育成に時間がかかるとすれば、より簡単な方法といいますか、外部

の人に、できるだけ読みやすい情報、グラフ化したものと生データの両方を流して頂いて、

それでコメントを頂くようなシステムをつくって頂くのが大事だと思います。 

もう一度言いますが、ハードも大事ですがソフトの中でもデータを読む人、そういう人

を育成して頂くことが大事だろうと思います。 

 

○宗宮リーダー 

データを読む人、多分、河川レンジャーになるのでしょうか。 

 

○三田村委員 

河川レンジャーではなくて、いわゆる総合的にデータを把握できる人を国土交通省の中

に育成して頂きたいといいますか、できなければ、そういう人を巻き込むようなシステム

をつくっていくことが大事だと思います。 

多分、それぞれの専門家でも、或いは河川管理者側の土木研究所の人でも一面的にしか
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見ないだろうと思いますから、かなり総合的に見られるような人を育成していくことが大

事だろうと思います。 

そうすると、水温そのものだけでも、モニタリングだけでも相当なものが読み取れると

いいますか、そのようなモニタリングの原点の 1 つに戻って頂ければと思います。そうで

ないと、何億円使っても多分無理な部分が出てくると思いますから、切りがないと思いま

す。 

 

○宗宮リーダー 

果たして河川管理者の方でそういう人を教育する場をおつくり頂けるかどうかは、ちょ

っと難しいかも知れませんが、三田村委員がおっしゃいました、水質がわかる人が欲しい

というのが本心だろうと思います。多分それには、物理と生物と化学と全部わからないと

あるレベルでわからない、総合化する力がないとわからないということがありますので、

甚だ難しい注文かも知れません。でも、是非、データを見た時に 3 つの断面からでも理解

できる人が欲しいということだろうと私は思います。 

他に委員方、何かありますか。或いは論点の整理の項目の 2 番として「河川管理計画の

あり方、整備内容」等についても、前回の議論の中であったものを整理して上げてみたも

のですから、もし何かあれば続けてご発言下さい。 

 

○原田委員 

ちょっと今までの話と全く変わるかと思いますが、先ほどから村井河川調査官のお話を

聞いていると、やはりなかなか河川管理者の範囲でやるのは難しいというようなことを繰

り返しおっしゃっていたように思うのですが、実際その通りだと思います。 

電子メールでこの間意見を出させて頂いたのですが、淀川なり、琵琶湖では河川管理者

の手が及ばないところからの水がいっぱい入ってくるという現実はあるわけです。しかし、

そこを管理している人が周りに対して物を言っていかないと、何も始まらないという面も

あると思うのです。 

ですから、やはり河川管理者がリーダーシップをとって、そして河川管理者独自の水質

基準というようなこと、これは強制力があるかどうかは全然わかりませんが、一応つくっ

て、そしてその水質基準を実現するためには、周りに何をしてもらわないと困るのかとい

うことまで一応提案して、明らかにしていくということだと思います。それがもちろん提

案したから認められるわけではないとは思うのですが、そういう作業は少なくともしない

と全然先へ進まないような気がします。資料 2-1 の 7 ページ、現状認識と理念転換の 2 番

の「具体的な自然環境の創造と管理に関する方向性が提示されねばならない」という項目

に関連するのかとは思いますが、国土交通省、河川管理者が中心となって、そういう方面

をこうやっていくというような方向性が記述されればよいとは思うのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

委員の方々のご意見は、恐らく情報の共有化ということだと思うのです。三田村委員の



淀川水系流域委員会 第 3 回環境・利用部会 水質班（H15.4.10） 
 

 27

ご指摘の、人材を国土交通省内部で育成していくということも早々にできる課題ではない

ですし、抱えるべき専門分野も多様になるので、そういった意味では、情報を我々が発信

していくということで外部の方にお願いするというか、外部の方の目に触れるということ

も大事でしょう。或いは河川管理者では把握していない状況を住民の方が知っているとい

う川上委員のご指摘もありましたが、情報を発信するばかりではなくて、情報を受け取る

ということで、両方向の情報管理による情報の共有化ということが一番重要になってくる

のだと思います。 

中村委員のご指摘になった面的な管理という意味ともちょっと関連してきますけれども、

今までは各観測所が点であったものから、光ファイバーネットワークの構築等、面的に管

理し得る状況に向かって整備は進んできているので、こういった面的に管理できる状況に

なりつつある段階で、情報を発信し、或いは情報を受け取って、情報を共有化していくと

いうことが大事なのだと思います。 

説明資料（第 1 稿）の中で述べている琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）という

のも 1 つの道具にはなりましょうし、その他、今までも河川愛護モニターであるとか、河

川管理者が情報を受ける体制も幾つかはありましたし、情報発信は可能な限りはしていま

すけれども、今後それを努力していくということなのだと思います。 

 

○宗宮リーダー 

あと幾つか、2.「河川管理計画のあり方・整備内容」として 1 から 12 番まで書いており

ましたが、今ありましたような公表できるシステム作り等お考え頂かなければいけないの

ですが、時間があと 30 分ちょっとになってしまいました。資料 2－1 補足の水質のところ

をご覧頂きますと、具体的な整備内容が水質の 5．2．4 から後の方に書いてあります。 

実際問題としては将来へ向けてこれをどうしますかというのを、次の 4 月 17 日の部会に

はかなり議論をしなければいけない問題になってこようかと思います。今までお話し頂き

ましたいろいろな事象を頭にしながら、大きな項目なり、テーマなり、これは入らないか

というようなものがありましたら、是非上げて頂けたらありがたいと思います。よしあし

は別として、追加するようなことがあれば、今上げて頂いて、また各委員にお伺い頂くと

いうのがよいのではないかと思ったのです。 

今後整合性がとられるとは思いますが、言葉も「水辺移行帯」と「水陸移行帯」という

のがあります。ここの中には地域別部会でやるべき問題も含まれています。例えば、琵琶

湖の水質保全対策というようなことが出てきていますから、こう出てくると、滋賀県はど

うされますかというような話が裏側ですぐに出てきてしまうようなこともありますが、い

ずれにしても、ここらの問題が今の河川整備計画の頭の中には入っているということが出

ているということです。 

あまり難しいといいますか、できもしないことを言っていてどうするかという話になっ

てくると大変困るのですが、基本的には水質サイドとしては、人が河川に近づけるような

場をこれからつくって頂くことが出てくる時に、人がそこの中へ入って問題ないものであ

るべきだということです。 



淀川水系流域委員会 第 3 回環境・利用部会 水質班（H15.4.10） 
 

 28

それを裏返すと、最初に言いましたが、ひょっとすると人が触れても問題がない、或い

はそこに棲んでいる魚を食べても問題がないということも基準となりうるでしょう。これ

は両方ありまして、1 つは緊急的な危険がないというのと、慢性的な危険がないというも

のの大ざっぱな指標なのです。魚に至っては、食べられるということはそこにずっと生育

していたもので問題ないということの意味ですから、そういう指標で表には上げておいて、

環境基準的な法律がバックになるものは他にあってもよいと思います。 

現に今でも、例えば水道の原水基準、プールの基準等いろいろな基準があるわけです。

河川サイドの基準でも、上流から下流まで全く同じものである必要はありませんし、この

区域であればこの程度の、今言った「魚が棲む」というものでもよいではないかという形

にしても、かなり水質値を決めてしまうことがあるのです。それを工夫できないかなとい

うことになってくると、どこの川はどうしますかという個々の段階に落としやすくなると

いうことではないかと思うのです。 

上流では鮎がどうしてこうしてという、生態系の方でお出しになるような情報を受けて、

管理する側がそれの水質値を確保するようなものにすることができると思います。それは

環境基準値とは違うかも知れません。いわば目標水質であって、行政的に達成しなければ

ならない環境基準ではないということです。住民の方々が理解しやすいような指標を提示

しておく方がわかりやすいのかなと思います。あくまで河川サイドの目安、水質目安にな

るような指標を勘案できないかと 1 つ気になっているのです。 

5.2.4 の部分をご覧頂きまして、何かありませんか。 

 

○川上委員 

先ほど三田村委員の方から、データを読み取る、或いは読み解く人の育成が必要だとい

うお話がありましたが、今、調査を継続していらっしゃる水生生物の調査のデータも、や

はり読み取るというか、読み解く人が必要だと思います。 

ずっと昔から調査している川のポイントに、例えば 50 種類の水生生物が棲んでいたのに、

このところ 30 種類くらいになってしまった。特にその中でも特定の種のカゲロウだけが全

くいなくなってしまったというようなことが読めれば、原因は何だろうか、何かの特定の

化学物質に原因が特定できると思います。そのようにデータを読み取って、それをフィー

ドバックして改善していくという仕組みがやはりどうしても必要だと思うのです。それは

行政が駄目であれば、そういうことに詳しい人や、或いは NPO に関わってもらう、判断し

てもらうという仕組みが必要だと思います。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

目標水質というのを数値的に評価するということは多分難しいと思うのですが、私の個

人的な意見では、基本的に川には川の自然の浄化機能があって、ある一定の水質悪化の範

囲であれば、自然浄化機能で回復できると思います。但し、そのある一定の線を超えると、

自然の浄化機能では回復し得なくなると思います。その場合には河川管理者が何らかの手

を差し伸べてあげる必要があるのだと思うのです。多分、河川ごと、場所ごとにも違いま
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すけれども、その辺りが目標なのだと思うのです。 

水生生物調査をして、我々も専門家ではないので、どの魚が何匹いると理想的かという

のはわかりかねるのですが、前回の調査データと比べて、生物の生育環境としてよくなっ

ているか、悪くなっているかということくらいはわかるので、それで、よくなっていると

いうことであれば、自然の浄化機能が効いている範囲だと私は思います。 

浄化機能が効いているから即、前回の調査から今の時点で抜本的に改善されたかといっ

たら、改善されてはいないので、それは自然の長いスケールの中で長期間かけて改善され

ていくのだと思うのですが、自然の浄化機能が効いている範囲であればよいのかなと思い

ます。そうなるために自然を再生していくというのが我々の手助けで、そこまで手助けし

てあげると、急速な改善は見られなくても改善していくだろうと思います。その意味で、

前回の調査と今回の調査を比較して、改善したか否かというところは最低限チェックして

いるのかなという気はします。 

 

○川上委員 

国土交通省独自の水質基準という話題というかテーマがあるわけですが、私は大和川工

事事務所（現、大和川河川事務所）から水質マトリックスというのを頂いたことがありま

す。それは河川管理者が望ましいと思う水質という、多分ガイドラインのようなものだと

思うのです。 

それはどこの川ということは書いてなくて、河川として、例えば漁業に適する水質、海

水浴に適する水質、農業に利用する時の望ましい水質というもので、ガイドライン的なも

のは既に大分古くからあることはあるのです。 

皆さまがご存じなかったらコピーをして持ってきたいと思いますが、百歩譲ってという

と変な言い方ですが、段階を踏むということで、せめてまずガイドラインからという考え

方もあろうかと思います。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

ガイドラインということかどうかはわからないのですが、河川管理者独自の目標水質と

いうのが、いわば今まで環境基準にあるような形ではなくて、例えば生物指標の方からこ

ういうものだということを相対的な意味で持つという、そういう目標対象物という意味の

理解がまずできます。河川管理者独自の、というところには私は少し疑問がありまして、

目標水質を持とうということが、我々がよいと思ったらそれを言いますね。そうすると、

いわば最初の話ですが、河川サイドだけで水質改善が必ずしも十分できるわけではないで

すから、当然、我々はこういうものが棲めるようにしたらどうでしょうかということを言

って、皆さまがそうだと思えばそれは全体の水質目標になって、極端なことを言うと、環

境基準のようなものになるのだと思うのです。 

果たして、我々河川管理者が独自の目標基準を自ら提案するほど今知見があるのかとい

うと、知見がないから提案できない、ということかもしれなくて、他のどこからかそうい

う提案があったらそれを皆さまで議論して、それがよいのならやりましょうということで
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あると思います。極端なことを言いますと、環境基準を変えていけばよい話であって、項

目を増やすことまでできるのかはちょっと怪しいですが、そういうアプローチをすればよ

いのであって、何も河川管理者独自のものを持たなくてよいだろうとは思うのですが、そ

の辺はどうなのでしょうか。 

 

○宗宮リーダー 

基本的に月 1 回の計測データでよいということを今お認めになったのですね。環境基準

以外のことは認めないということは、そういうことですね。河川としては月 1 回測ったも

のを１年間平均で見る水質でよいのだと、そこのところなのですよ。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

いいえ、数値自体が月 1 回の環境基準データであって、河川サイドの観測自体の頻度を

落としているわけではないですし、我々の監視は続けているということです。 

 

○原田委員 

何も国土交通省独自である必要はないと私も思います。そうではなくて、言いたかった

ことは、河川管理者からリーダーシップをとって提案して、そういう方向へ進めて欲しい

というような意味です。 

 

○宗宮リーダー 

多分今の話も、先般中村委員がおっしゃったような、地元の人たちがその川なり生態な

りはどうありたいということがないと、それは保持できない、多分管理、マネジメントで

きないようなことになっていきます。 

ですから、おっしゃいましたように、河川サイドだけでここはこうしましょうと言って

も多分長続きしないと思います。或いは、今の河川法とは別の法律にあるような環境基準

値でこれを守りなさいと上から来たものでしかできないわけですね。しかし、多分説明資

料（第１稿）にあるような琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の中で、そういうデ

ータの共有化が住民の方々とできることになれば、その場で、ここはこういうのでいきま

しょうかというのがあれば、当然できてくるのではないかと私は思っているわけです。 

ですから、その協議会の中身が、データを持っている人が集まってきて、この日はこう

こう、この月はこうこうでしたということで済ませるのか、この協議会自身にマネジメン

ト、或いは評価とか解析能力を持たせるのかどうかというのが、実はポイントになってく

るのではないかという気がしているのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討というのは、ブルーのファイル

の個別の整備内容が書いてある資料の環境－38 のところにあるのですが、河川管理者がで

きることは、基本的にまず水質データの共有化からだろうと思います。ですから、その上
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で流入総負荷量の管理の実施のところでは、メカニズムの解明ということもうたっている

わけですが、そういうことをまさに協議会の方でやっていきたいと思っています。 

いずれにしろデータの共有が、ある意味ではこの水質管理協議会の中だけの共有ではな

くて、いろいろなところにオープンにすることによっていろいろな方に見て頂く、いろい

ろな意味での専門家との情報共有ということになると思います。専門家とは、必ずしも学

術的な専門家ということではなくて、住民の方々でそういった分野に興味を持たれている

方との共有ということが非常に大事だと私どもも認識しています。 

また、三田村委員が言われていたような、水質に感度のあるというか、センスのある河

川管理者というのは、育成という意味では非常に大事だと思っておりまして、そこは全く

私も否定するところではありませんが、宗宮部会長が言われた物理、化学、生物を全て見

られるというのは、理想ですが正直難しいという思いはあります。ざっくばらんなことを

申し上げますと、先ほどから、行政の縦割りということを言われていますが、学会も縦割

りで、物理環境から化学環境、生物生態環境まで全部をだれかに見てもらうというとなか

なか難しくて、みんなで見ていくという意味で、情報の公開、共有ではないかと思うので

す。 

 

○三田村委員 

私、今のお話には少し異論があります。学問、研究の分野でも随分細分化されていく方

向もありますが、もう 1 つ総合化していこうという動きもあります。100％細分化された部

分まで全て 1 人の人が理解するというのは不可能だろうと思いますが、感性として自然を

見られる人というのは育成することができると思うのです。昔のレオナルド・ダ・ビンチ

もそうだったろうと思いますし、今の教養人もそういうものが必要だと言われています。

環境問題に関してはむしろそれが必要で、或いはもっと文化人類学みたいなものも含めた、

そういう感性を持った人は育成することができるのだろうと思います。 

もっと具体的に言いますと、デスクワークだけの河川管理者はもう要らないのです。フ

ィールドに行って、フィールドが発信しているいろいろなものを理解できる、それに沿っ

て逆にフィールドをこのように管理したい、そういう発想ができる人をこれから河川管理

者に迎えられた方が私はよいと思います。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

そこはまさにおっしゃる通りで、我々は非常に現場主義だったはずなのです。それがい

つの間にか非常にデスクワークが増えてきて、これではいけないという意識を河川管理者

はある意味で常に持っています。ただ、それは水質だけの話ではないので、水質の感性が

ちょっと欠落しているところはあるかと思いますので、そこは勉強させて頂きたいと思い

ます。現場を見て歩くことが非常に大事であることは、十分私どもも認識しているところ

であります。 
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○宗宮リーダー 

確かに全部がわかる人というのは、それはかなり難しいものですから、どこかへピーク

を持ちながらよその方もわかる、とならざるを得ないですね。これは事実だと思います。

だからこそ専門家があちこちにいらっしゃるわけです。 

ただもう 1 つは、水質というのは今までの取り扱いを見ますと、ディスクリート（慎重

な）なデータとして扱われていて、因果関係になかなかつながらないのです。これからモ

ニタリング、監視、予報、予測ということが表へ出てきますと、やはり因果関係がわかる

とか、何が問題だったのかというような辺りを追求するところが多分出てくるだろうと思

います。そういう情報を皆さまが欲しがるようになるのではないかと思いますので、絶対

的に小数点以下何桁まで正しいというようなものではなくても、もっと手近に、大体間違

わなさそうなデータで注意しなさいというようなことが出せる、そういう管理のあり方も

あってよいのではないかと私は思っているわけです。 

そんなことを言うと化学をやっていらっしゃる方々にとっては、化学分析とはそんなも

のではありませんよ、中に入っているものをきちっと出さなければ分析ではないとおっし

ゃるかも知れないです。 

しかし、我々が水質の対象とする自然の水そのものも、どこの水を採ったかによって全

部数値が違うのです。どういう平均化をしたかという技術がそこへ入ってしまうわけです。

先ほど中村委員もおっしゃいましたが、面的にとらえなければいけないとか、時間方向の

平均値をどこへ持ってくるかというのはそれぞれ違ってくるわけです。ですから、面的に

とらえて、この地域ではどうするかということが成れば、それにはすぐに適応できますし、

そういう平均化の技術をどこへどう扱うかは、時代とともにまた制度が変わってきますの

で、それはあると思うのです。 

しかし、そういうようなことを念頭に置いて、住民参加もしてもらった上でそういう情

報を共有しながら、必ずしも公定法で測ったものではないデータでも、十分皆さまに価値

があるものとして提供できるのであれば提供するというような方向が出てきてもよいので

はないかと思うのです。 

前回もお話し申し上げましたが、主として水質が皆さまの目に触れるのは平水時、或い

は渇水時なのです。豊水とか洪水時期というのは濁っていてあたり前というようなことに

なってしまいます。豊水や洪水を若干外れたような、人が近づいた時にそれを享受できる

ような水質になっているかどうかということを皆さまに知ってもらうということが大事で

す。それから、緊急事態の発生に対して対応をとれるようなものにする、そういうのがで

き上がればよいかなと思っています。それを、説明資料（第１稿）に書いてある水質管理

協議会（仮称）の中でお決め頂くのは 1 つだろうとは思っている次第です。 

資料 2-1 補足の水質の欄にずっと、その他保全対策が幾つか出ております。ちょっとわ

からなかったのは、水質で土砂も話をすることになるのでしょうか。生態系は自然環境班

へ行ってしまったので、土砂は水質班に入るのでしょうか。 
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○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

今のところ、自然環境班と水質班と両方という分類になっています。 

 

○宗宮リーダー 

水質班には土砂関連のことでいつもお話しをして頂く倉田委員、或いは江頭委員がいら

っしゃいません。先ほどあったような分類の物理、化学、生物的な話からしますと、砂の

移動というのは水質の中にあまり大きな比重は持ってきません。これは、むしろ河川の形

状をどう維持するかというようなところに多分関わってくるのだろうと思います。 

しかし、もちろん岩に珪藻がついていて、それが洪水でどれだけ取れたかというような

水質の問題となれば、当然影響が出てきます。生態の方へ多分これも影響していくだろう

という気がします。或いは、倉田委員からどういう粒径の砂がどのくらいあったら魚の棲

み方が違うのだというお話があったような気がするのですが、そこまで来ると水質として

砂を見てよいのかどうか私は疑問を持っているのです。そういう事象があることは事実だ

ろうと思うのですが、定量化、具体化がどこまでできているかがよくわからないので、こ

の辺は専門家の方へお任せしたらどうかと思っています。 

委員方、ほかはいかがでしょうか。 

 

○原田委員 

私は土砂移動について質問したことがあって、細かい土砂は動かさずに大きいのだけ動

かすことが必要なのではないかと感想として思っていると言ったら、「またそれについては

教えて下さい」というような返事が河川管理者からありました。正直なところ私も正解は

わからないのです。 

土砂の移動等は河川管理者が考えようとされている以上、そのことについてどうすべき

であるというような情報を当然持ってないといけないと思うのですが、そうなってないの

が大変不思議だったのです。 

いつでも、専門家の方あるいは委員会のご意見で、ということを言われると思うのです

が、やはりまず河川管理者がきちんと情報を持って、自分たちで責任を持てるようにして

いってもらわないと困ると、その時思いました。 

このことにも少し関連するのですが、たしか水質のところで、しっかり覚えてないです

が、琵琶湖で農地からの濁水による汚濁負荷の対策の遅れで計画が達成されていないとい

うようなことが書かれているのに対して、滋賀県から質問が来ていましたね。この辺りは

どうなのでしょうか。例えば、こういうことを書かれていて、それは間違いでしたとなっ

たら、大変に河川管理者として問題だと思うのですが、どういう返答をされることになっ

ているのかお聞かせ頂ければと思います。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

2 つ目のところは確認して、またご報告いたします。 

最初の点ですが、私どもの申し上げていることがきちんと伝わっていないという感じが
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するのですが、それは私どもの方に、選別して何かを流すという、いわゆる発想がないと

いうことで、要は来たものは流していくというのが本来だろうということです。 

もちろん、どういったものがたまっているとかいうデータがしっかり全部とれているか

ということについて言えば、不十分な部分もあるかとは思うのですが、そもそも細かいも

のしか流れませんとか、粗いものしか流れませんというのはあるにしても、選別して流す

という発想自体があまりないのですが、ということであって、そういうのはどういうお考

えなのでしょうかということです。 

 

○原田委員 

質問というか、意見を出す時に、選別すべき理由については一応書いたつもりですが。

どうするのがベストかということについての情報は持っておられないということでよいの

でしょうか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

そういう意味であれば、何かだけ流すということではなくて、そのまま流すのがベスト

だと思っているということになります。 

 

○原田委員 

ですから、思っているということには根拠があるのかということをお尋ねしているので

す。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井 

そういう意味でしたら、そもそも全部流れているのですから、全部流れるのがもともと

だろうというだけです。 

 

○原田委員 

何となく、それは 1 つの答えとしてはよいかと思いますが、それがベストかどうかはわ

からないと私は思います。しかし、ここで議論するようなことではないと思いますので以

上にしておきます。 

 

○宗宮リーダー 

多分、くろよん（黒部川第四発電所と黒部ダムの総称）、或いは天竜川みたいなことを考

えたら、上流にダムができて土砂が流れなくなり、どんどん河口域が後退してしまうとい

うことが起こったり、或いは低水を流せば、ヘドロとともに土砂も流れ出ますが、酸素が

ない水が流れたり、真っ黒な水が流れたりで大変問題になるということがあったので、土

砂の取り扱いについてもかなり注意して、水質の中で考えなければいけないということは

わかるのです。 

環境・利用部会全体の中で、この 3 つの検討班を通じて是非出しておかなければいけな
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い問題等がありましたら、最後に発言頂きたいと思います。生態との兼ね合い、或いはま

た利水との兼ね合い、或いは利用と保全、芦田委員長は利用だけではなくて利用と保全に

して下さいということで大分おっしゃっていましたものですから、水質との兼ね合いで考

えるべき事項というのが何かあればあげて頂きたいのですが、よろしいですか。 

 

○川上委員 

やはり下水処理場、或いは団地の大型合併浄化槽、コミプラと呼ばれているものの性能

向上はこれからの課題だと思うのです。特に支川の中小河川等においては、下水処理場の

排水で川が汚れているという現実があります。いわゆる生物処理で窒素やリンは取れませ

んし、もちろん界面活性剤や化学物質は素通りしてしまうわけです。そういうことで、今

後、下水の高度処理というのが、やはり川をきれいにするためには大きな課題であろうか

と思います。お金もかかりますし、時間もかかると思いますが。 

 

○宗宮リーダー 

堤内地の話になってしまいますので、こちらから全て高度処理して下さいと要望として

は言えるとは思います。それにかわるものを堤外地につくろうと、礫間接触など今いろい

ろな工夫はされてきているところです。現実問題として淀川保全水路のようなものを河川

管理者の中でやろうとされたのですが、それの機能評価みたいなものを本当はもう少しし

っかりしないといけないかなという気はしているのです。 

 

○川上委員 

あともう 1 つですが、資料 2-1 の 7 ページ、1.「現状認識と理念転換」の 3）「琵琶湖か

ら大阪湾まで一体管理する必要がある」というところから考えますと、大阪市は下水道の

普及率が 100％なのですが、これは合流式です。雨水も、汚水も、し尿もひっくるめて全

部処理して海に捨てるというスタイルになっていますが、これの分流化とともに高度化と

いうこともやはり視野に入れておく必要があるのではないかと思います。 

東京の下水処理場ではオイルボールというものが発生しまして、2 年ほど前に大騒ぎに

なりましたが、今、国土交通省の下水部門でも、そういう大都市の下水処理場の対策とい

うか、分流化とともに高度化というのは進められているようですので、それもちょっと考

えておきたいと思います。 

 

○宗宮リーダー 

面源負荷という意味では資料 2-1 にも少し書きましたが、PL（製造者責任）的な立場か

らしますと道路という機能性のものをつくったのなら、つくった人が道路に降った雨も処

置してくださいということになってきます。 

今はそうはなっておりません。しかし、これからの環境の時代に、本来だれが負担する

のかという話になってきますと、道路を走る人が汚して走っているのであれば、それを負

担しなさい、というようなものに移るかも知れません。今、川上委員がおっしゃいました



淀川水系流域委員会 第 3 回環境・利用部会 水質班（H15.4.10） 
 

 36

ように、それぞれこれから負担をどこでだれがするかというところへ来ようかと思います。 

 

○川上委員 

道路の排水処理に関しては、この間、滋賀国道事務所を訪ねたところ、テストプラント

というか、試行がいよいよ始まるようです。特に、琵琶湖を抱えているのでやはりほうっ

ておけないということで、あるプラントメーカーとタイアップして何か開発されたようで

す。 

 

○宗宮リーダー 

はい、土壌処理をするとか、いろいろな処理法が工夫はされてきますので、時代ととも

にだんだんこういうものに対しても、違った方からも浄化するという対応策が入ってくる

だろうと思います。 

ただ、河川サイドとしては、そういうものに対して、やはり文句が言えるようなスタン

スをつくっておかなければいけないと思います。わかるようにしておかなければいけない

わけですね。京都市の合流下水道が問題だと言えるようになっておいてもらわないと、琵

琶湖管理が全然プレッシャーにならないわけです。その辺を河川管理者の方でデータがわ

かる、そういうスタンスをつくって頂くことによって、例えば大阪ですと、淀川水系に直

に出てくるのは僅かでして、全部大阪湾へ行っていますから、そういう意味で、大阪にも

同じ環境レベルで対応してもらおうとすれば、大阪湾をどうしますかということでプレッ

シャーをかけないと環境レベルが合わないと思います。同じサービスを同じようなコスト

で負担して頂き、それで人が住む環境社会をつくることにならなくなってきます。問題と

いうのではないですが、やはり意識改革はしていかなければいけないということがあろう

かと思います。 

社会的なひずみのようなものがたくさん残っていますし、古い話ですが、昭和 46 年に琵

琶湖に初めて臭い水問題が起こりました。あの時に私も大津市の水道の委員をやっていま

して、当時はもうちょっと少なかったと思いますが、ダムをつくるのに 1ｔにつき 300 億

円とか 500 億円という時代で、大津市の水源への対策費は幾らかけられていたかというと、

大津市というのは琵琶湖があるから水源費を殆どかけずにやっていたのです。だけれども、

本来普通の町ならば、水源費用として皆さまに負担してもらって持っておかなければいけ

なかった金なのです。それがあれば、富栄養化等いろいろなことが起こって、臭い水問題

が起こっても対応策がとれたはずです。高度処理でも何でもできたのです。ですが、雨水

は自然にもらえるもので、あたり前なのだという意識だったものですから費用が用意され

ていなかった。 

循環利用をする今の時代になれば、やはり上流も下流も同じような負担をして頂かなけ

ればいけない高度処理の時代になっていくわけです。 

ただ、それをどこまでするか、どうするかはだれかが引き金となって言わなければいけ

ないわけです。河川サイドからはこうして欲しいということを流域委員会としては出して

欲しいですし、そのために独自の水質は出ないかということを一生懸命言ってきたわけで
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す。これからはできるだけ水質のサイドから、工事であれ、或いは管理であれ、物を言う

道具を是非持って欲しいですし、単なる河川管理者だけのデータではなくて、市民を巻き

込んだ形でやれば、バックアップとしての援助はたくさん出てくるはずなのです。皆さま

が欲しい情報を提供することで実現できると思いますので、そうして頂きたいと思います。 

既に時間を過ぎてしまいましたので、長いことおつき合い頂いた一般の聴衆の方々から

是非この際、何かご意見があればお聞きしたいと思うのですが、どなたかいらっしゃいま

すでしょうか。何でも結構です。 

 

○傍聴者（田村） 

先ほど、水質の監視について、面的なものと時間的なものをおっしゃったのですが、そ

の中に深さというものがありませんでした。琵琶湖にしても、大堰がらみにしても、やは

り DO というものがかなり大きな形だと思うのです。現在の環境基準項目の中に DO という

ものがあるのですが、やはり今でしたら単に 6.5mg/L 以上とか 7.5mg/L 以上であればよい

というので、飽和度も別に出していません。ただ、国土交通省としては、少なくとも生態

系というものを考えたら深さ、方向が必要です。そしてまた底生生物を考えたら、人間に

とって酸素が必要なのと同じように、水生生物にとっても酸素というのは切っても切り離

せないと思うので、特に DO という項目に対しての重要性と、深さ方向、やはり三次元的な

形で、当然時間ですから四次元も含まれると思うのですが、できたらそういうところに関

してのコメントを頂けたらと思いました。 

 

○宗宮リーダー 

当然、面だけではなくて水深が関わってきます。ダムであれ、琵琶湖であれ、他の貯水

池であれ水深方向の影響は出てきますから、パラメータとしては当然考えなければいけな

いだろうと思います。 

 

○川上委員 

流域委員会におきまして、利水に関しては水の供給管理から水の需要管理へ理念を転換

して欲しいという提案をいたしましたけれども、水質に関しては大阪の府営水道や阪神水

道に関しても全部直轄河川から水をとっているわけですから、これは供給管理ですね。水

質は供給管理が非常に大切なのではないかと私は思うのです。それは特に、微量有害物質

とか環境ホルモンとかダイオキシンとか、もうほうっておけない、我々の子孫や人類の生

存に関わるような危機的な状況になりつつあるわけです。そのことはもう既に十分皆さま

わかっているわけです。そういう意味から考えて、あまりのんびりしていられないという

か、悠長には構えていられないという危機感を河川管理者にも持って頂きたい。そして供

給管理をして欲しい、そういう思いでおります。 

私は、木津川流域の各河川の水質調査を、6、7 年ずっとやってきましたが、医学をやっ

ている人たち、特に疫学の人たちに会う機会があると、水の中の有害物質と、例えば大阪

市の住民のがん発生率との因果関係というのは証明できないのかということをよく言うわ
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けです。きっと複合汚染になっていますから、原因はこれだと、或いはこのがんはここで

飲んだ水が原因とかいうことは恐らく証明はできないのでしょうけれども、何かあると思

うのです。そういう意味においても、是非水道の水源の供給者としての責任というか、管

理ということも念頭に置いて、水質という問題を考えて取り組んで頂きたいと思っており

ます。 

 

○宗宮リーダー 

今の最後のお話ですが、一般河川法では水をとる権利、慣行水利権ですが、それは付与

できるのですが、その付与する時に、水質については何を守れというのはどこにもないの

ですか。 

 

○川上委員 

量だけですよね。 

 

○宗宮リーダー 

上流でとったものと、下流でとったものでは質が違うのです。それなのに同じような売

買をするのかどうかとか、この頃工業用水の水利権自身が売買されるとか、されないとい

う話が出ています。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

それはないと思います。 

 

○宗宮リーダー 

実は、そこのところにもう 1 回、水質項目でも入れて考えていけば、多分上下流で分担

せざるを得ないようなものはたくさん出てくるはずです。例えば、私の見たところでは、

琵琶湖を出る時には塩素イオン濃度は 10mg/L なのですが、毛馬の水門へ行ったら 15mg/L

になっているのです。少なくとも 1.5 倍になっているものですから、BOD、COD という一般

の指標ではきれいになっていても、現実に溶け込んで採取されないものについてはそのま

ま流れて行って汚れてはいるのです。ですから、全く同じものを、同じコストで入れてい

るということにはならないのです。繰り返し利用すればするほどそういう問題が余計起こ

ってきてしまいますので、ひょっとすると水質サイドから、もし下流からこのような水質

では困るというようなクレームがついた時に、上流と同じものをくれと言われたら、また

北湖から水路を掘って持ってくるより仕方ないとか、そういうようなことになりかねない

と思うのです。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

クレームがつく場合はあります。例えば、渇水時において、下流ですが、塩水の水質の

塩水遡上の話でこれでは困る、或いは濁りの関係というのでクレームがつく場合はありま
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す。ただ、平常時から、水源としては供さないというのが川からとっている分で私は余り

聞いたことがありません。地下水などでよくありますね。 

 

○宗宮リーダー 

はい、そうなのです。 

実は 7、8 年前でしたか、国土庁の水資源審議会の専門委員をやっている時に、初めて白

書に水の循環利用という言葉を入れようという時に立ち会ったのですが、高橋先生にも循

環利用について話を伺ったら、上流で農業用水として使った水を水道で使い、工業で使い

という順番で使っていくのが循環利用だとおっしゃったので、それでは何も新しいことで

はない、従来やってきたことではないですかと言いました。 

工場がやっているようなゼロディスチャージにする中で何回も繰り返して使っていくと

いうのが循環利用だと私は思っていたのですが、そういうような発想でいらっしゃったも

のですから、フルプランをはじめいろいろなものが、循環利用というのはそういう形で積

み上げられているのかと、ちょっと気になったことがあるのです。 

ですから、明らかに、今は BOD、SS、アンモニアで見れば処理できていて、減ってはい

るのですが、処理相手にしていないものは増えてしまっているのです。塩素が増えている

のは、まさに環境ホルモンも増えている可能性があるというようなことで、我々が知らな

いもので人間が使って出したもので増えていくものもあるので、下流の方々は上流よりは

若干水質が悪いものを同じような権利としてとっていらっしゃる、ということはあるだろ

うと思うのです。ですから、いずれそういうのが表へ出る可能性が出てくる時にはどうす

るのかなという気がしています。 

いろいろ水質についてわからないことばかりで、かも知れないというようなことばかり

を言っていたのでは先へ進めないのですが、本日ずっと 3 時間弱お話して頂きまして、基

本的に河川水質のマネジメントをどう取り入れていくのかということが、まず 1 つのポイ

ントになってきたのではないかと思います。その際に点的な管理で行われていたものを、

面、水深方向も含めた絶対的な存在物体としての水質としての把握の方向性はないだろう

かというようなこと、或いは水質管理の中には市民の目といいますか、監視等を組み入れ

た、いわゆる水質管理というようなものも出てきてもよいのではないかということが出て

きたかと思います。 

そのほか細かいことが幾つかあったかと思いますが、いずれにしてもできれば琵琶湖・

淀川流域水質管理協議会（仮称）の中身自身が、確かに絵はあるのですが、もうちょっと

きちっとわかるようになってくると、今言った話も出てくるのだなというのが理解できる

のではないかと思っております。 

 

○川上委員 

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）を発足するプロセスというのは、例えば委員

をどのように選ぶ、いつ頃からスタートする、そこの内容というのはどうなのでしょうか。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

まだこれからです。 

 

○川上委員 

それはパートナーシップでつくっていくというか、住民参加でというか、議論してつく

り上げていくと考えてよろしいのでしょうか。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

住民代表を含めてということが今は念頭にありますが、何分にもまだ具体化していない

もので、その辺についても考えていきたいと思っております。 

 

○宗宮リーダー 

来週の次回部会では、書いてあるようなテーマについてもう少し具体的に中を詰めなけ

ればいけないということになっていますが、今の協議会の辺りがぼやっとしていると、そ

の次に個々の行うべき具体的な仕事の内容について何を話したらよいのかと、若干気にな

るのですが、できる限り中身を詰めて頂いたらと思います。 

 

○傍聴者（田村） 

今の協議会の件なのですが、本当は何しろ住民参加して、そういう方々が、先ほど言わ

れたように水質を常に見ていって下さって、事故等に迅速に対応して下さるとか、今まで

河川管理者がとったデータ等をすごく活用して、また新たな評価をして下さるとか、そう

いうことの場を設けるということを考えますと、現在、水質汚濁防止連絡協議会というも

のが自治体、水道事業者も含めましてあるのです。その中に小委員会なり何なりの形で住

民の参加というのを確実にしたような、分科会でもよいのですが部会みたいなイメージで

するということはどうでしょうか。 

水道事業者には生物の分野に対して非常にいろいろな学識を持っていらっしゃる方もい

らっしゃいますし、自治体でしたら、いわゆる環境基準というか監視項目に関しての行政

的判断を持っておられる方も当然いらっしゃいますので、逆に現在ある水質汚濁防止連絡

協議会を活用するという方向で検討してもよいのかなというのが私の意見です。それに対

して、やはりそれでは駄目だ、全く新しく協議会をつくるべきだというのか、その判断を

今お伺いしたいと思うのですがいかがでしょうか。 

 

○宗宮リーダー 

どちらが返答すればよいのか。こちらでしょうか。河川管理者なのでしょうか。 

同じように、資料 2-1 の 7 ページにも書いておきましたが、実は淀川・琵琶湖水質保全

機構というのもあるのですね。資料には「淀川」が抜けています。ですから、上流から下

流まで都道府県がお金を出されてつくり上げられて、今水質を管理されている機構がある

ものですから、それとの兼ね合い、役割分担みたいなものも出てこようかと思います。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

一般傍聴席にはないのかも知れませんが、共通資料の具体的な整備内容シートの環境－

38 の左側のところにでています。 

 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

一般の方にも、分厚い資料でお配りしております。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川環境課長 豊口） 

位置図がついているところの横に 3 段に分かれていますが、その 3 段目に琵琶湖・淀川

流域水質管理協議会（仮称）の組織（案）についてということで、右側の機構図にも書い

てありますが、基本的に既存の水質汚濁防止連絡協議会に関係省庁や住民代表を追加して

いく方向で調整していきたいとしています。別に、これは確固たる決定事項ではないです

が、そういう方向で調整をしていきたいというところです。 

 

○川上委員 

こんなことを言ってよいかどうかわからないのですが、水質汚濁防止連絡協議会という

のは非常に形骸化していると聞いたことがあります。1 年に 1 回総会をやってしゃんしゃ

んでお仕舞いみたいな会議で、もちろん水質事故が起こった時にはそれなりの連絡網があ

って、連絡を取り合って対策をする機構にはなっていると思うのですが、そういうことを

ちょっと聞いたことがあるのです。これは基本的に行政のネットワークで、流域の府県市

町村や経済産業局等が参加しているのですね。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川調査官 村井） 

何をもって形骸化と言うのかはわからないのですが、水質事故の時は水質汚濁防止連絡

協議会のネットワークを使って河川管理者はやっております。活性化したいとは思います

が、全く機能していないわけでもないかと思っています。 

 

○宗宮リーダー 

まだあろうかと思いますが予定の時間を過ぎておりますし、恐れ入りますがこれで水質

班会議は終了させて頂きたいと思います。次回は 4 月 17 日、今度は具体的な問題点につい

て部会全体として議論する場に移ると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○庶務（三菱総合研究所 柴崎） 

それでは、これにて淀川水系流域委員会第 3 回環境・利用部会水質班を終了します。ど

うもありがとうございました。 

 

以上 
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■議事録承認について 

第 13 回運営会議（2002/7/16 開催）にて、議事録確定までの手続きを以下のように進め

ることが決定されました。 

 

１．議事録（案）完成後、発言者に発言内容の確認を依頼する（確認期間 ２週間）。 

２．確認期限を過ぎた場合、庶務から連絡を行う。要望があった場合、１週間を目処に

期限を延長。発言者にその連絡を行い、確認期限を延長する。 

３．延長した確認期限を経過した場合、発言確認がとれていない委員に確定することを

お伝えし、発言確認がとれていない委員を議事録に明記したうえで、確定とする。 

 


